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          平成２４年 ３月土佐清水市議会定例会会議録 

第１日（平成２４年 ３月 ６日 火曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 報告第 １号 専決処分した事件の承認について 

             （平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第７号）） 

      議案第 １号 平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について 

      議案第 ２号 平成２３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

      議案第 ３号 平成２３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

      議案第 ４号 平成２３年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計補正 

             予算（第１号）について 

      議案第 ５号 平成２４年度土佐清水市一般会計予算について 

      議案第 ６号 平成２４年度土佐清水市水道事業会計予算について 

      議案第 ７号 平成２４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について 

      議案第 ８号 平成２４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第 ９号 平成２４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について 

      議案第１０号 平成２４年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予算 

             について 

      議案第１１号 平成２４年度土佐清水市介護サービス事業特別会計予算について 

      議案第１２号 土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例 

             の制定について 

      議案第１３号 土佐清水市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１４号 土佐清水市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１５号 土佐清水市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１６号 土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改 

             正する条例の制定について 

      議案第１７号 土佐清水市公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１８号 土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
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      議案第１９号 土佐清水市農産物等処理加工施設の設置及び管理に関する条例の 

             一部を改正する条例の制定について 

      議案第２０号 土佐清水市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２１号 土佐清水市長等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

      議案第２２号 土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正 

             する条例の制定について 

      議案第２３号 土佐清水市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例 

             の制定について 

      議案第２４号 土佐清水市スポーツ振興審議会条例の全部を改正する条例の制定 

             について 

      議案第２５号 清水漁港区域内における公有水面の埋立について 

      議案第２６号 四万十市と土佐清水市、黒潮町、大月町及び三原村との間の消費 

             生活相談等の事務の委託に関する規約の内容を変更する協議につ 

             いて 

      議案第２７号 土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年度～ 

             平成２６年度）の制定について 

      平成２３年１２月土佐清水市議会定例会で付託した陳情の審査結果について 

 日程第４ 議会政治倫理条例制定特別委員会調査事項の中間報告について 

 日程第５ 請願の付託について 

 日程第６ 陳情の付託について 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第６まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １４人 

現在員数 １４人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １４人 

   １番  矢野川 周 平 君           ２番  森   一 美 君 

   ３番  小 川 豊 治 君           ４番  西 原 強 志 君 

   ５番  永 野 裕 夫 君           ６番  岡 林 喜 男 君 
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   ７番  永 野   修 君           ８番  岡 﨑 宣 男 君 

   ９番  瀧 澤   満 君          １０番  岡 林 守 正 君 

  １１番  仲 田   強 君          １２番  井 村 敏 雄 君 

  １３番  橋 本 敏 男 君          １４番  武 藤   清 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

   な  し 

～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          山﨑 俊一 君    局 長 補 佐          亀谷 幸則 君 

  議 事 係 長          池  正澄 君    主      幹  由岐 直久 君 

  主      幹  稲田  誠 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 杉村 章生 君 副 市 長 吉村 博文 君 

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 
脇谷 浩正 君 

固定資産評価員 

兼 税 務 課 長 
岡﨑 光正 君 

企 画 広 報 室 長 山田 順行 君 総 務 課 長 磯脇 堂三 君 

消 防 長 濱田 益夫 君 消 防 署 長 弘田 正明 君 

健 康 推 進 課 長 山下  毅 君 福 祉 事 務 所 長 二宮 真弓 君 

市 民 課 長 横山 周次 君 
環 境 課 長 兼 

清掃管理事務所長 
川渕 洋明 君 

ま ち づ く り 

対 策 課 長 
木下  司 君 

農林業振興課長 

兼 農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

山本  豊 君 

水 産 商 工 課 長 坂本 和也 君 観 光 課 長 酒井 紳三 君 

水 道 課 長 浦中 伸二 君 じんけん課長補佐 山際 美砂 君 

し お さ い 園 長 倉本 和典 君 教 育 委 員 長 山脇 純子 君 

教 育 長 村上 康雄 君 学 校 教 育 課 長 黒原 一寿 君 
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生涯学習課長兼 

中 央 公 民 館 長 
山下 博道 君 

教育センター所長 

兼少年補導センター 

所 長 

森田  健 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
山崎 俊二 君 監査委員事務局長 徳久 三雄 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時 ０分   開  会 

○議長（武藤 清君） おはようございます。定刻でございます。 

 ただ今から平成２４年３月土佐清水市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、「会期の決定」を議題といたします。 

 今期定例会の会期につきましては、議会運営委員会でご審議を願っておりますので、この際、

議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 橋本敏男君。 

          （議会運営委員会委員長 橋本敏男君登壇） 

○議会運営委員会委員長（橋本敏男君） おはようございます。 

 ただ今、議題となっております今期定例会の日程につきましては、昨日の議会運営委員会に

おきまして、議案等を慎重に勘案しました結果、お手元に配付のとおりの１８日間の日程とい

うことになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（武藤 清君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から３月２３日までの

１８日間といたしたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武藤 清君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月２３日までの１８日間と決しました。 

 日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により９番瀧澤 満君、１０番岡林守正君を指

名いたします。 

 この際、議会事務局長に諸般の報告をいたさせます。 

 議会事務局長。 

          （議会事務局長 山﨑俊一君登壇） 

○議会事務局長（山﨑俊一君） おはようございます。 
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 平成２３年１２月定例会以降の諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、各委員会の活動状況についてご報告をいたします。 

 総務文教常任委員会を２回開催、２月１４日から１６日までの日程で東京都三鷹市並びに群

馬県太田市を訪問し、「小中一貫教育について」、「メガソーラー太陽光発電について」の管

外視察を行いました。 

 産業厚生常任委員会を１回開催いたしました。 

 議会運営委員会を４回開催、１月１２日から１４日までの日程で、三重県四日市市並びに愛

知県犬山市を訪問し、「通年議会について」、「議会のインターネット中継について」の管外

視察を行いました。３月５日には、３月定例会の議事日程等について協議を行いました。 

 議会政治倫理条例制定特別委員会を３回開催いたしました。 

 全員協議会を開催、議会政治倫理条例制定への経過を報告し、議会インターネット中継並び

に議会報告会開催に向けての協議を行いました。 

 また、議会だより編集委員会を１回開催し、２月１日に議会だより第８０号を発行いたしま

した。 

 次に、他市より本市への行政視察について申し上げます。 

 １月３１日、三重県鈴鹿市議会会派一行３名が、「農業就業支援について」の視察研修のた

め、来局いたしました。 

 次に、その他の主な件について、日を追って申し上げます。 

 １月３日、平成２４年土佐清水市成人式式典が市民文化会館で開催され、議長、総務文教常

任委員会委員の皆さんが出席し、議長が祝辞を述べました。 

 １月５日、土佐清水市経済団体連絡協議会、土佐清水商工会議所共催による平成２４年土佐

清水新年交流会が市内で開催され、議長をはじめ多数の議員が出席。 

 １月８日、平成２４年土佐清水市消防出初式が清水小学校で開催され、議長が出席し、祝辞

を述べました。 

 １月１５日、土佐清水市観光協会主催による土佐清水市観光開きが海の駅あしずりで開催さ

れ、議長をはじめ多数の議員が出席。 

 １月２０日、正副議長・委員長会を開催し、平成２４年度議会費予算の説明並びに各委員会

の運営等について協議・検討を行いました。 

 １月２８日、２０１２年土佐清水市青年会議所大新年会が市内で開催され、副議長が出席。 

 ２月３日、土佐清水ファイティングドッグスを応援する会主催による高知ファイティングド

ッグス選手激励交流会が市内で開催され、多数の議員が出席。 

 ２月５日、平成２３年度土佐清水市消防団定例部長会が社会福祉センターで開催され、副議
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長が出席し、祝辞を述べました。 

 ２月９日、全国市議会議長会評議員会が東京都で開催され、議長、事務局長が出席。 

 ２月２１日、幡多広域市町村圏事務組合議会定例会が四万十市で開催され、議長が出席。 

 ２月２８日、幡多地区婦人大会・土佐清水市婦人大会が市内で開催され、議長が出席し、祝

辞を述べました。 

 最後に、提出議案について申し上げます。 

 今期定例会に提出されております案件は、報告第１号「専決処分した事件の承認について

（平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第７号））の報告１件及び議案第１号「平成

２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について」から議案第２７号「土佐清水市高

齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年度～２６年度）の制定について」までの議案

２７件、合わせて２８件であります。 

 これらの案件名につきましては、議案綴りのとおりでありますので省略させていただきます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（武藤 清君） 諸般の報告は終わりました。 

 次に、総務文教常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、行政視察研修の報告を

求めます。 

 総務文教常任委員会委員長、矢野川周平君。 

          （総務文教常任委員会委員長 矢野川周平君登壇） 

○総務文教常任委員会委員長（矢野川周平君） おはようございます。 

 総務文教常任委員会行政視察研修報告書。 

 研修期日は、平成２４年２月１４日から１６日までの２泊３日、研修場所は、東京都三鷹市

と群馬県太田市、研修内容は「小中一貫教育について」を三鷹市で行い、「メガソーラー事

業・太陽光発電事業について」を太田市で行いました。 

 研修報告、三鷹市、小中一貫教育について。 

 三鷹市は、都心から西へ約１８ｋｍ、東京都のほぼ中央に位置し、面積１6.５０K㎡、人口

１７万6,７４８人であります。 

 三鷹市の教育環境は、小学校１５校、中学校７校となっており、１０年前と比べると

1,０００人程度増加し、微増傾向にあるとのことであります。 

 平成１７年に三鷹市自治基本条例を制定し、この中で保護者、地域住民等の学校運営の参加

を積極的に進めることにより、地域の力を生かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うこと。

学校を核としたコミュニティづくりを進めることを明記しております。 

 これを受け、教育振興基本計画という位置づけで、三鷹市教育ビジョンを平成１８年に策定、
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ここでは人間力・社会力を子どもたちに身につけさせたいということで、さまざまな教育施策

を進めていくことが記載されております。 

 この教育ビジョンの中の、「安心と信頼のある学校」を実践する上で、新しい義務教育とし

て小中一貫教育校の取り組みを行っております。 

 また、保護者や住民が学校運営・教育活動に参加するコミュニティスクールの取り組みも合

わせて実施しております。 

 三鷹市の学校教育は、このコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育で進められてい

るとのことであります。 

 小中一貫教育につきましては、三鷹市の中学校区を一つの単位として、すべての中学校の学

区の中に小学区の学区がすっぽりと収まる形で、７つの学園で形成されております。その目指

すところは、系統性・連続性を重視した義務教育９年間の指導に責任を持ち、学園内の小中学

校間の強固な連携と交流を通して、一体感のある学園としての教育を推進することとし、三鷹

らしい多様な教育活動や地域人（財）との協働を通して、「地域とともにある新しい義務教育

学校」の充実・発展であるとしております。 

 特色としては、小中学校の教員が児童生徒の各発達段階を理解し、系統性と連続性のある指

導を９年間一貫して行うために、小中一貫カリキュラムに基づく事業を実施しております。 

 また、学園内の小中学校の中で、相互乗り入れ事業を実施しており、ここでは小学校の教員

も、中学校の教員も児童生徒の義務教育９年間の教育を責任を持って行えるよう、すべての教

員が学園の小中学校両方の教員として、兼務発令を受け対応しているとのことであります。 

 コミュニティスクールにつきましては、保護者や地域の皆さんが責任と権限をもって学校運

営に参画できる仕組みで、三鷹市では学校・保護者・地域が一体となり、ニーズを反映した地

域とともにある、より良い学校教育の実現に取り組むものであります。 

 また、教育活動への支援として、保護者、地域人（財）による地域ボランティアが授業や学

校行事に参加しているとのことであります。小中一貫教育の成果として、昨年６月のアンケー

ト調査の結果によりますと、小中一貫教育に対する評価が７０％以上になっているとのこと。

子どもたちにも、地域の方やボランティアの方が授業に入ってくれていることについて、

８０％以上がわかりやすくなるのでありがたいと答えているとのことであります。 

 また、小中一貫を進めることにより、教員同士の相互理解も促進され、協力し合う姿勢が定

着してきたとのことであります。 

 このほか、小中一貫の取り組みは、中学校に入ってからの教員がわかること、小学校時の教

員もかかわってくれること等により、子どもたちに安心感をもたらしたり、学習意欲の向上が

図れるとともに、児童・生徒間の交流により思いやりの心など、豊かな人間性を育むことに効
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果が上がっているとのことであります。 

 今回の研修を通じ、９年間の一貫した義務教育は、多くの児童・生徒が集い、学べる点で小

規模な学校に適合するものでありますが、本市に当てはめると、一貫教育よりは当面、小中連

携教育の早期推進や本市唯一の公立高校存続のため、中高一貫教育等にまず取り組むべきだと

感じました。 

 特に、現時点での出生者数が６０人程度の現状から、１０年、２０年先を見越した教育ビジ

ョン等の策定に早急に取りかかるべきではないかと判断いたします。 

 太田市、メガソーラー事業・太陽光発電事業について。 

 太田市は、平成１７年３月２８日、１市３町が合併し、新太田市が誕生。東京都心から

８０ｋｍ圏の関東平野北西部に位置し、人口２１万2,６５７人、面積は１７5.６６k㎡の市で

あります。 

 太田市では、庁舎を平成１０年に建て替え、環境に優しい建物をとの考えから、屋根や窓ガ

ラスに３０キロワットの太陽光発電設備を取りつけております。その後、公共施設１８カ所に

順次、太陽光発電設備を取りつけ、総発電量は年間２７８キロワット、ＣＯ ２削減量も

１０6.８１ｔとなっており、森林換算で３０ｈａとなっております。 

 また、太田市では、太陽光発電に対して適地であることから、市民にもソーラー発電導入に

係る奨励金を支給し、１０カ年の成果として、交付件数1,９８７件、奨励金支給合計３億

7,９４１万3,０００円、合計発電量7,３８9.１６キロワット、ＣＯ２削減量2,８３7.４３ｔ、

森林換算で７９4.７９ｈａとなっております。 

 このように、太田市では、日照時間が長いという地域特性を生かすとともに、またＣＯ２を

いかに減らしていくかを主眼に環境施策を進めてきております。このような中、市民と共同の

大規模な太陽光発電ができないかとの考えがメガソーラー建設への構想へとつながっていった

とのことであります。 

 さらに、昨年の東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故等から、再生可能エネルギ

ーの必要性を確信し、自治体として初のメガソーラー発電に取り組むこととなったとのことで

あります。 

 この事業は、平成２３年度から開始しようとしましたが、その設備費については１０年間に

わたって奨励金を出してきた実績・データ等から算出し、1.５メガの太陽光発電設備を設置す

れば、年間最低でも１５７万キロワット／ｈの電気が生まれるであろうと推測され、これが

１キロワット当たり３５円で売れれば、太田市の発電で得られる収入が年間5,５００万円とな

ることから、民間企業に対し、1,５００キロワット、1.５メガの太陽光発電設備をつくっても

らい、これを5,５００万円の範囲内で借り受けるというリース契約をするとともに、プロポー
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ザルで業者選定を行う手法をとっております。 

 応募があったのは８社で、このうち１次審査で２社が落選、残り６社によりプロポーザルを

実施しております。 

 結果、年間のリース料は、売電で得られる5,５００万円以内としていたところ、請け負った

会社の提示額は年間5,３００万円となっております。 

 また、電気も１６３万キロワット／ｈで、予定より６万キロワット上回ることとなり、売電

を１キロワットにつき３５円という想定をしていたので、リース料金を払っても４００万円の

収益が見込まれるとのことであります。 

 また、契約金額の中には、設備のメンテナンスや維持管理、補償費等も含まれているとのこ

とであります。ことしの１月１５日、５億円の予算で購入したさくら工業団地の一画で工事に

着手し、パネル設置は４月ごろを予定しているとのことであります。 

 このような状況の中、国のほうでは、再生可能エネルギー買取価格の単価は、第三者委員会

でいまだ決定していない状況であり、１キロワット当たり３５円で取り引きされるかどうかは

まだ不確定な状況であります。にもかかわらず、環境エネルギービジネスという大きな課題に

果敢に立ち向かっている太田市の取り組みは、次代を見据えたものと考えられます。 

 本市の日射量も、全国第２位と言われており、太陽光発電には最適地と考えられます。今回

の研修を通じ、この恵まれた資源を生かした事業展開に向け、本市も取り組むべきと感じたと

ころであります。また、今年７月１日から始まる「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」

を踏まえた対応により、有利な事業となることも想定されるところであり、本市の環境施策の

一環として展開されることを期待するものであります。 

 以上であります。 

○議長（武藤 清君） 議会運営委員会委員長、橋本敏男君。 

          （議会運営委員会委員長 橋本敏男君登壇） 

○議会運営委員会委員長（橋本敏男君） 議会運営委員会行政視察研修報告を行います。 

 研修期間が平成２４年１月１２日から１４日まで、視察場所が三重県四日市市、愛知県犬山

市、研修内容が通年議会の取り組みについてを四日市市で、ユーストリームを使用した議会中

継についてを犬山市で行いました。 

 具体的な研修報告に入らせていただきたいと思います。 

 この視察研修に先立ち、議会運営委員会で事前学習会を開催して、視察研修に臨みました。 

 視察内容が通年議会・ネット配信という分野での研修となるため、基礎的な事項についての

知識を得て、研修を受けることがより深く有意義なものとなるという考えに基づいたものであ

りました。 



－ 10 － 

 思ったとおり、事前学習の成果は十二分にあらわれ、委員全員がそれぞれの疑問点を深く掘

り下げた質問を展開し、改革意欲を大いに感じるような非常に充実した研修であったと自負し

ています。 

 四日市市での通年議会の取り組みについての研修では、冒頭から議長のあいさつに驚嘆し、

改革意欲のすさまじさを肌で感じることになりました。通年議会についての実践は、時代の要

請とも言うべき課題ではありますが、緒についたばかりの仕組みであり、市レベルで展開をし

ているところは、この四日市市だけで、まだまだ定番となっていない環境にあります。 

 しかしながら、阿久根市で、専決乱用が行われたことを契機に自治法第１７９条のあり方自

体が問われる中、議会を能動的に機能させる仕組みとして、通年議会は的を射た取り組みであ

ります。 

 また、四日市市議会における長い歴史（改革約１５年）の中で、長老政治が繰り返され、旧

態依然とした環境から抜け出すことができず、封建的で排他的な仕組みを続けることが、議員

として居心地がよく、改革することが自分の居場所をなくすような議員の姿もあったようであ

ります。 

 そのような議員との戦いを続けながら、今の四日市市議会の改革の礎を築いてきたのは、若

い議員の労力とエネルギー、そして有権者の勇気であったということでありました。 

 この通年議会を法制上位置づけているのは、議会基本条例第９条で、「議会は定例会の回数

を年１回とし、会期を通年とする」という条項によるものであります。 

 人口３０万人を超える自治体が「通年議会」を導入した効果は大きく、中でも「市民の反響

が非常に高く、議会に対する関心・期待が醸成されていると肌で感じる」と、毛利議長は語っ

ています。 

 通常、議会招集権は、首長にしか与えられておらず、議会側には臨時会の招集請求権がある

だけで、議会の意思により会議を開くことができない環境にありました。すなわち、今までは

首長からの議案を待つというような受け身の議会であったものが、「通年議会」を導入するこ

とで、能動的・機能的な議会環境が整い、審議を通じて首長と議会、双方向による自治の仕組

みが可能となるわけであります。 

 時代の要請は、まさに「通年議会」ではありますが、本市のように人口１万6,０００人余り

の小さな自治体においては、この仕組みがうまく働くどうかは疑問なところがあります。議員

の審議能力、議会開会における拘束力、執行部の対応力、専従による生活保障、議員定数、議

会事務局体制など、さまざまな問題が考えられます。 

 自治法の改正により、通年議会の導入も可能となるようでありますが、本市の今の状況では、

クリアすべき課題がたくさんあり、将来への大きな検討課題として据え置くことが精いっぱい



－ 11 － 

であるというふうに思われます。 

 なお、四日市市においても、議会基本条例が制定されておりますが、四日市市議会における

「通年議会条項」以外の議会基本条例の内容は、本市のほうがはるかに進んでいると感じられ

ました。しかしながら、四日市市の議会基本条例の中で、「反問権」行使の見解が本市とは違

っており、「反問権は反論権である」との位置づけをなされていることに対しては、驚かされ

ました。 

 本年１月１日より施行された土佐清水市議会基本条例は、全国のどの議会に出しても恥ずか

しくないような内容でありますが、この条例を実りあるものとするためには、議員それぞれが

改革意識を持つことが不可欠であると考えるところであります。 

 次に、犬山市にて、ユーストリームを使用した議会中継についての視察研修を行いました。 

 犬山市議会では、他市からの視察研修の受け入れ・対応は所管の委員会が担当することとな

っており、議会運営委員会の委員長、副委員長、そしてパソコンに精通した議員が対応してく

ださいました。 

 議員が直接視察研修の対応をする仕組みは、非常にありがたい仕組みで、執行部だけでは議

会における物の考え方や、議員の取り組む姿勢などは研修することができません。所管の議員

が対応していただけるということは、現実にそのテーマを議員の立場から聞き取ることができ

ると同時に、その議会の力量が確認でき、議会の視点からの研修が可能となります。 

 本市議会においても、視察研修受け入れの際には、所管の委員会の委員が対応するという仕

組みをつくっていくための努力をしていかなければならないというふうに思っております。 

 具体的に、ユーストリームを使用した議会中継については、ユーストリームという無料サー

バーを利用してのネットによる配信で、録画での配信のみならず、ライブ配信が可能になりま

す。さらに、ケーブルテレビや委託によるネット配信とは違い、格段にイニシャルコストが安

い上に、ランニングコストも安く維持管理できるというもので、いち早く全世界にライブで議

会を中継することができます。今のように、わざわざ市役所に来て傍聴しなくても、自宅や他

の公共施設のパソコン、携帯電話などから議会の内容を視聴することができます。 

 この配信を行うことにより、本市の議会の力量が全世界に可視されることになり、ある意味、

議員だけではなく、執行部の力量も試されることにもなります。開かれた議会を形成していく

上で、議会ネット配信は必要不可欠なものであり、このことによって、議員同士、あるいは執

行部を含めた審議能力が向上してくるものと思われます。 

 「可視による議会の統制」というものには少し抵抗があるとも考えられますが、これからの

情報化社会、すなわちネット社会を展望すると、この仕組みは必要不可欠なものであり、早急

に導入することが議会改革の大きな一歩となるような気がします。 
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 この視察研修を契機に、本市議会でも本格的にネット配信の準備を始めなければならないと

考えています。犬山市議会議長は３８歳と若く、議員の年齢、平均年齢も本市議会より非常に

若い議員で構成されていて、情報化については敏感に反応できる環境にありますが、年齢に関

係なく、未来の議会の仕組みを今から真剣に考え、１０年先、２０年先を見据えた仕組みをつ

くることが我々に課せられた使命だと思っております。この研修で学習したことを議員全員に

しっかり伝えるための勉強会の開催はもとより、執行部との協議や市民との連携をしっかりと

図りながら、ネット配信の準備を進めていきたいと思っております。 

 四日市市、犬山市それぞれ視察研修をしてまいりましたが、どの議会も改革には驚くほど前

向きで、分権社会の訪れを想定しながら、準備を進めていく新しい力を実感したところであり

ます。 

 最後になりますが、地方分権が推進され、一括交付金制度の仕組みが整った場合、議員が個

人の後援者の利益誘導はむろんのこと、地区や団体などの利益を優先しては、二元代表制の一

翼を担う議会は機能不全と陥り、住民からはそっぽを向かれ、議会不要論という言葉が現実味

を増す事態となります。そうならないように、議会の将来を展望した仕組みをつくっていくた

めの汗を流すことが、私たちに課せられた大きな責任ということを自覚するとともに、議会改

革は終わりのないテーマであるということを、一人ひとりが肝に銘じなければならないという

ふうに思います。 

 以上で、議会運営委員会の行政視察の報告を終わります。 

○議長（武藤 清君） 以上で、各委員会の行政視察研修報告は終わりました。 

 なお、各議員の詳細な報告について、閲覧の希望者は議会事務局まで申し出るようお願いい

たします。 

 日程第３、市長提出報告第１号「専決処分した事件の承認について（平成２３年度土佐清水

市一般会計補正予算（第７号））」の報告１件及び議案第１号「平成２３年度土佐清水市一般

会計補正予算（第８号）について」から議案第２７号「土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険

事業計画（平成２４年度～平成２６年度）の制定について」までの議案２７件、計２８件並び

に平成２３年１２月定例会で付託した陳情の審査結果についてを一括議題といたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

          （市長 杉村章生君登壇） 

○市長（杉村章生君） おはようございます。 

 本日は、平成２４年３月定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、

何かとご多用の中、ご出席を賜り開会の運びとなりましたことを心より御礼申し上げます。 
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 本定例会には、報告１件と平成２４年度土佐清水市一般会計予算をはじめとする議案２７件

を提出し、審議をお願い申し上げるものでありますが、各案件の説明に先立ちまして、当面す

る課題について所信の一端を述べ、ご理解を賜りたいと存じます。 

 間もなく３．１１東日本大震災の大惨事から１周年となります。あの悲惨な大津波の被害、

そして原発事故、日本の歴史上の大きな試練のときであります。２万人に迫る死者、行方不明

者というこの現状に、心からお悔やみを申し上げるとともに、いまだ３４万人を超える人たち

が苦難の避難生活を余儀なくされていることに対し、改めてお見舞いを申し上げる次第であり

ます。 

 私たちは、この大震災を決して忘れることなく、国民の連帯と団結で支えていかなくてはな

らないと痛感するものであります。 

 今、国会は、視界不良の状態であります。消費税増税と社会保障の一体改革をはじめ、我が

国の直面する大きな課題が目白押しであります。地方自治に限定して考えても、まず地方交付

税とその関連法案、マイナンバー法案、子ども手当のあり方、年金の今後の見通し、そして何

よりも防災・減災対策であります。県も防災に関して思い切った予算措置をしていて、本市も

これらを受けて、防災・教育・雇用を予算編成の三つの柱に据えて、大きく取り上げました。 

 なお、今後も緊急を要する事項などは、補正も含めて弾力的に判断したいと考えております。 

 ２月１４日に本市消防署員が交通事故により尊い命を失いました。若い前途有望な職員の死

亡という現実に限りない哀悼の気持ちをささげたいと思います。 

 この事故の原因につきましては、警察で調査中でありますが、右側車線での正面衝突という

ことで、本人にも一定の責任があったのではないかと考えられます。私たち市役所職員一同は、

今後、より一層みずからの交通法規遵守と交通安全に取り組む必要があると痛感しております。 

 現在、ヨーロッパを中心に世界的な不況となっています。我が国も失業、不景気、生活保護

者急増など、大変な経済状況であります。 

 本市は、観光産業を見ても、観光入込者数が対前年比７８％ということで、もろに不況のあ

おりを受けています。来年度の予算では、少しでも本市の活性化に役立つよう配慮できたもの

と思っております。 

 平成２４年度の一般会計予算は、１０８億7,５００万円で、前年度比9.３％減、１１億

1,１００万円の大幅な減額となりました。 

 一般会計と六つの特別会計の合計から、重複分を除いた実質合計額は、１６４億6,７１８万

2,０００円で、９億7,４９１万5,０００円の減額となり、ほとんどが一般会計分の減となりま

す。 

 減額の主な原因につきましては、清水中学校改築事業の平成２４年度分として予定していま



－ 14 － 

した校舎改築費６億3,３９１万円と校庭等整備工事費２億8,２７８万円、合わせて９億

1,６６９万円の事業が有利な起債となる国の緊急防災・減災事業に該当する見込みとなったた

め、この分を平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）に計上したこと及び消防庁

舎移転改築事業の完成に伴う減等によるものであります。実質的な予算規模としては、前年度

と同水準のものとなります。 

 重点事業として、南海地震対策に6,１２３万6,０００円、清水第三土地区画整理事業に３億

2,２５０万円、清水中学校改築事業の平成２４年度分として９億２０１万5,０００円、雇用対

策として２８事業で、事業費総額１億4,８１８万4,０００円となっています。 

 地方自治体の財政は、極めて厳しい状況でありますが、政府案では地方交付税の前年度並み

の水準確保が言われているものの、本市では平成２２年の国勢調査による人口減の影響等を考

慮し、1.２％の減額を見込んでいます。 

 さらに、本市においては、不況の影響と人口減等により、市税は１％の減額を見込まざるを

得ず、一般財源につきましては、前年度比で4.９％の減となり、引き続く清水中学校改築事業

等による起債の金額も大きく、厳しい予算編成となりました。 

 一般会計の歳入につきましては、市税では1,１８３万5,０００円減額の１１億8,５６６万

6,０００円（前年度比1.０％減少）、地方譲与税ほか交付金では2,６９５万8,０００円減額の

２億3,９９８万円（前年度比１0.１％減少）、地方交付税では5,０００万円の減額で４３億

2,８００万円（前年度比1.２％減少）を見込んでおります。 

 また、国庫支出金・県支出金を前年度に近い２０億2,０５６万5,０００円見込んだほか、市

債も７億2,８７０万円の減額でも１５億3,５１０万円と大きい金額となっております。 

 しかしなお、歳入の不足が見込まれることから、国際交流基金から5,０００万円の一般会計

への借り入れを行うこととして、施設整備基金の残りの取り崩しと合わせて繰入金を１億

1,６４２万1,０００円としました。 

 一般会計の歳出につきましては、人件費では１億４２０万 2,０００円減額の２０億

3,０６７万5,０００円（前年度比4.９％減）、扶助費では生活保護者数の増加と子どものため

の手当等により5,０７１万2,０００円増額の１１億6,２６２万5,０００円（前年度比4.６％

増）、公債費では５９８万1,０００円増額の１６億4,９５７万円（前年度比0.４％増）となり、

義務的経費では、4,７５０万9,０００円減額の４８億4,２８７万円（前年度比1.０％減）とな

りました。 

 投資的経費では、９億8,４９０万6,０００円減額の２１億2,６３５万1,０００円（前年度比

３1.６％減）となっております。これは先ほども申し上げましたが、消防庁舎移転改築事業の

完成、清水中学校の改築費用の平成２３年度補正予算への計上等によるものであります。 
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 消防庁舎移転改築につきましては、かねてからの懸案事項でありましたが、津波被害の心配

がない海抜約３５ｍの国道３２１号線以布利バイパス沿いの用地に新消防庁舎、訓練塔の建設

を行っておりまして、当初の計画より約２カ月程度おくれておりますが、平成２４年６月上旬

をめどに、新庁舎での業務開始を目指しています。 

 この新消防庁舎は、鉄骨造り４階建て延べ床面積約1,９００㎡で、３階には避難場所をかね

た会議室や防災学習室を備えており、市役所庁舎が被災した場合には、臨時災害対策本部の設

置も可能となっております。 

 清水中学校の改築につきましては、平成２３年度、２４年度の２カ年で建設する予定で、新

校舎は海抜約４５ｍの清水第三土地区画整理地に造成した約４万7,０００㎡の用地に、鉄筋コ

ンクリート造り３階建て、延べ面積約5,９７３㎡で、エレベーターをはじめとしたバリアフリ

ーの設計としています。 

 また、屋上には、６０キロワットの屋根一体型太陽光発電を備え、天気のよい日には、太陽

光で発電した電気で校舎内の電灯等に使用し、余った電気は売電する予定です。また、災害時

等に停電となった場合、自動で１階電灯分に太陽光発電の電源が供給できるようになっており、

防災拠点施設としても活用できるようになっています。 

 このほか、体育館、プール、校舎の前の第１グラウンド、上側の第２グラウンド等の附帯施

設の整備を行い、平成２５年４月開校を予定しています。 

 清水第三土地区画整理事業の推進につきましては、平成２３年度末で計画の約６２％が終了

する予定であり、国道への取りつけ道路の整備、清水中学校の建築や、市役所北側の宅地造

成・建築等により、かなり目に見える形となってきました。 

 平成２７年度の事業完成を目指して、今後も重点的に予算配分していく考えでありますが、

東日本大震災の影響により、国の補助事業の予算が減額されるなど、不透明な部分も多く、

２年程度の延長も考えられます。 

 雇用創出の施策としては、ふるさと雇用再生特別基金事業及び重点分野雇用創造事業等を活

用して、２８事業、１億4,８１８万4,０００円の総事業費により、雇用人数５１人を予定して

います。 

 喫緊の課題であります南海地震対策につきましては、避難路、太陽光発電式誘導灯整備

3,５００万円、備蓄用食料8,２００食分の購入費４１７万4,０００円、本庁と三市民センター

の災害時の連絡・通信用として衛星携帯電話４台の購入費１６３万8,０００円、小中学校の防

災用備品整備費１６０万円等、南海地震対策費として6,１２３万6,０００円を計上して、取り

組みをさらに強化します。 

 大岐地区の渇水期の水不足の解消と老朽化した設備の更新のため、久百々地区でのご理解と
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ご協力により、久百々川上流に新たな取水施設を設置して、久百々・大岐簡易水道統合整備事

業として、平成２４年度と２５年度で整備する予定で、平成２４年度の事業費は２億１２７万

2,０００円を計上しております。ここで改めて久百々地区の皆様のご協力に感謝を申し上げま

す。 

 以上が、平成２４年度土佐清水市当初予算案の概要であります。 

 ねんりんピックが平成２５年に高知県で開催されます。本市では、ゲートボール大会を総合

公園の多目的広場で開催することとしています。全国から1,０００人以上の選手、役員の参加

が見込まれる大きな大会であります。今年度は、開催前年のリハーサル大会の開催を予定し、

健康推進課内に「ねんりんピック推進係」を新たに設置して、専任の職員と臨時職員も配置し

て準備を進め、１０月のリハーサル大会の開催、来年の本大会の開催に備えていきます。 

 足摺テルメの指定管理者が、株式会社トリムリゾートに決まり、２月１日から指定管理者と

しての業務を始めました。足摺テルメの営業は、従業員等の雇用、研修等の期間が短いことも

あって、２月２日からプレオープンとして限定的な営業となっていましたが、３月１７日から

はリニューアルオープンとして正式な営業を行うこととなっています。洋食フレンチの料理長

による地元の食材を使った本格的な洋食コースの料理など、新生足摺テルメに期待していると

ころであります。 

 また、従業員につきましても、既に２５名を雇用しており、うち２３名が市内から雇用とい

うことであります。若干の追加採用もあるとのことでございますので、雇用の面でも頑張って

もらいたいものであります。 

 今年で７回目を迎えた「花へんろ足摺温泉ジョン万ウォーク」が２月１８日、１９日の両日、

晴天に恵まれた足摺岬で開催されました。遠くは北海道からの参加者を含め、約４００人の参

加者が足摺半島で最長３０ｋｍから７ｋｍの各コースを楽しんで歩かれました。休憩所や参加

者交流会で地元の皆様のもてなしにより、草の根交流が行われ、参加者から好評をいただきま

した。今後も事業継続をしていく予定であります。 

 今年度の人事院勧告につきましては、平成２３年９月３０日に月例給の平均0.２３％の引き

下げ等の勧告が出されましたが、国は東大日本大震災の復興財源のため、国家公務員の給与を

平均7.８％削減する臨時特例法案を提出し、今年の人事院勧告は実施しないことを決定してい

ました。 

 その後の与野党の話し合いにより、平成２３年度の人事院勧告は、４月にさかのぼって実施

した上で、平成２４年度、２５年度は平均7.８％の減額を行う臨時特例法案が２月２９日に可

決成立しました。 

 本市は、例年、人事院勧告に準拠した給与改定を実施しておりますが、今年度は、国は当初、
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勧告は実施しないということでありましたので、本市も給与改定については実施しないことと

しておりました。しかし、臨時特例法案が可決され、国が人事院勧告を実施することとなりま

したので、本市としましては、人事院勧告に準拠しての給与改定は実施するものの、平成

２４年４月からの実施とし、平成２３年４月にさかのぼっての改定は行わないこととして、関

係条例改正案の追加提案をお願いする予定であります。 

 来年度の職員採用につきましては、一般事務職４名、消防職２名、水道技術職１名、土木技

術職１名、介護認定調査員１名、看護師２名の合計１１名の職員を採用することとしておりま

す。 

 二升五合会より、社会福祉に役立ててほしいと寄附をいただきました。目的に沿って有効に

活用させていただくことといたしまして、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げま

す。 

 それでは、ご提案申し上げました各案件について、ご説明を申し上げます。 

 報告第１号は、専決処分した平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第７号）の承認に

ついてであります。 

 議案第１号から議案第４号までの４件は、平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第

８号）などの補正予算案であり、一般会計補正予算（第８号）では、退職手当8,２３３万

9,０００円、清水中学校工事請負費９億1,６６９万円などの補正増額分と県知事選挙が無投票

であったことによる選挙費の実績見込みによる減1,１７４万1,０００円などの補正減額分によ

り、補正額は９億3,８７７万9,０００円となり、一般会計の予算総額は１３３億９８０万

2,０００円となります。 

 議案第５号から議案第１１号につきまして、先ほど説明いたしました平成２４年度土佐清水

市一般会計予算などの平成２４年度当初予算案であります。一般会計と６つの特別会計の合計

から重複分を除いた実質合計額では、１６４億6,７１８万2,０００円となります。 

 議案第１２号は、土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例の制定に

ついてでありまして、土佐清水市税外収入、督促手数料及び延滞金条例を廃止して、新たに制

定するものであります。 

 議案第１３号から議案第２４号につきましては、土佐清水市税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてなどの１２条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 議案第２１号と２２号につきましては、市長、副市長及び教育長の期末手当の額を平成

２４年４月から任期中に限り１０分の１減額をするものであります。 

 これは、来年度の当初予算の査定等を通して、市税・交付税等の本市の歳入の見込み、清水

第三土地区画整理事業などの実施すべき事業の今後の負担を考えたとき、いずれ近い将来、基
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金の大幅な取り崩しがやむなく歳入不足に陥る懸念から、少しの額ではありますが、財政健全

化の一助にしたいと考えたからであります。 

 併せて、管理職手当の１０％の減額を管理職会に、市職員労働組合には賃金の平均約５％の

減額、旅費日当の見直し等の申し入れを行い、２月２４日に私と組合との交渉を行いました。

私の１０％削減の公約の撤回から間がない提案でありましたので、若干ためらい等もありまし

たが、本市の今後の財政状況を考えるとき、やむを得ないと判断しました。２４日の交渉では、

組合から厳しい意見がありましたが、組合との合意を前提に実施したいと考えておりますので、

今後、協議・交渉を重ねてまいりたいと思います。 

 議案第２５号、清水漁港区域内における公有水面の埋立につきましては、清水漁協市場の改

築にかかわる公有水面の埋立に関するものであります。 

 議案第２６号、四万十市と土佐清水市、黒潮町、大月町及び三原村との間の消費生活相談等

の事務の委託に関する規約の内容を変更する協議については、昨年の１２月定例会で議決を受

けた後に、宿毛市が参加することとなり、規約の改正について議決を求めるものであります。 

 議案第２７号、土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年度～２６年度）

の制定については、平成２４年度からの新たな３カ年計画を策定するものであります。 

 以上をもちまして、所信の一端とご提案を申し上げました各案件につきまして、その概要を

説明いたしましたが、なお、細部につきましては、所管課長より説明をいたさせますので、よ

ろしくご審議をいただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明といたします。ありがとうございました。 

○議長（武藤 清君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時４８分   休  憩 

          午前１１時０１分   再  開 

○議長（武藤 清君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めます。 

 お諮りいたします。 

 ただ今から、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武藤 清君） ご異議なしと認めます。 

 よって、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めることに決しました。 

 報告第１号「専決処分した事件の承認について（平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算
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（第７号））」の報告１件並びに議案第１号「平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第

８号）について」、議案第５号「平成２４年度土佐清水市一般会計予算について」の議案２件、

計３件及び議案第１２号「土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例の

制定について」から議案第２７号「土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成

２４年度～平成２６年度）の制定について」までの議案１６件、計１９件について説明を求め

ます。 

 総務課長。 

          （総務課長 磯脇堂三君登壇） 

○総務課長（磯脇堂三君） おはようございます。 

 それでは、まず、報告第１号「平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第７号）につい

て」ご説明いたします。 

 補正予算書をお願いします。 

 歳出からご説明いたします。 

 一般会計補正予算書の７ページをお願いします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費は、県の地域子育て創生事業補助金を活用して、市内全園にパ

ソコンを購入し、インターネット回線を開設する費用など、合わせて２７０万7,０００円を計

上いたしました。 

 次に、歳入について説明いたします。６ページをお願いします。 

 １４款２項２目民生費補助金２７０万7,０００円は、事業に伴う費用の全額県補助金でござ

います。 

 １ページをお願いします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７０万7,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２３億7,１０２万3,０００円となります。 

 県の有利な補助金を活用するため、２月１日に専決処分いたしました。 

 以上で、平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。 

 次に、議案第１号「平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について」ご説明

いたします。 

 補正予算書をお願いします。 

 歳出から主なものについてご説明いたします。 

 一般会計補正予算書の１５ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般管理費、３節、職員手当等8,２３３万9,０００円は、早期退職者等７名の

退職手当を計上いたしました。 
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 ７目企画振興費は、廃止路線代替バス運行事業費確定に伴う不足額２４７万3,０００円及び

生活路線バス運行維持事業費確定に伴い、1,０７５万2,０００円、２５節積立金４３万円は、

ふるさと納税制度に伴う寄附金、合わせて1,３６５万5,０００円を計上しました。 

 １５、１６ページの県知事選挙費、高知海区漁業調整委員会委員選挙費は、選挙未実施及び

実績額の確定による減額分でございます。 

 １７ページをお願いします。 

 ３款１項２目障害福祉費、１３節委託料、同じく２０節扶助費は、決算見込みによる減額分

でございます。 

 ２３節償還金、利子及び割引料７８５万3,０００円は、平成２２年度の自立支援給付費負担

金等の確定に伴う国及び県への返還金でございます。 

 ３目老人福祉費、１３節委託料は、養護老人ホーム白藤園へ途中入所者がありましたので、

措置委託料６５万4,０００円など、３７万1,０００円を計上いたしました。 

 ７目介護保険対策費、１９節負担金、補助及び交付金は、決算見込みにより利用者助成金

７３万6,０００円を増額するものでございます。 

 ２８節繰出金は、嘱託職員の退職等により、２７６万5,０００円減額するものでございます。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、１３節委託料、同じく２０節扶助費は、決算見込みによる減

額分です。 

 ２３節償還金、利子及び割引料８７万3,０００円は、平成２２年度の自立支援給付費負担金

等の確定に伴う国への返還金でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 ３目健康増進事業費、１９節負担金、補助及び交付金では、今年度の後期高齢者医療療養給

付負担金の確定に伴い、３０９万5,０００円を計上いたしました。 

 １９ページをお願いします。 

 ７款１項１目土木総務費、１３節委託料４０万円は、残土処分場の残土搬入増加に伴う委託

費でございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 ９款３項３目学校建設費、１３節委託料、１７節公有財産購入費は、決算見込みによる減額

でございます。 

 １５節工事請負費は、国の第三次補正予算で緊急防災・減災事業が制度化となり、この事業

の採択が見込まれることから、３月に校舎の残額分とグラウンド整地分合わせて９億

1,６６９万円を計上いたしました。 

 ９款４項１目社会教育総務費は、決算見込みによる減額分でございます。 
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 ２１ページの１０款１項３目農業用施設現年補助災害復旧費では、下益野の農道中の谷線等

の災害復旧工事など、７５万円を計上いたしました。 

 次に、歳入について、ご説明いたします。１０ページをお願いします。 

 １款５項１目入湯税は、決算見込みにより、８１０万円減額するものでございます。 

 １１ページをお願いします。 

 １３款１項４目教育費負担金１７２万2,０００円、１３款２項４目教育費補助金２億

6,０９５万6,０００円、１２ページの１４款２項８目教育費補助金9,３７２万6,０００円は、

清水中学校改築に関する補助金等でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 １９款３項４目土木費貸付金収入３４２万7,０００円は、住宅改修資金貸付金の過年度にか

かる収入分でございます。 

 ２０款１項市債のうち、５目教育債は、国の３次補正で制度化となりました緊急防災・減債

事業債を見込み、５億4,６５０万円を計上しました。 

 そのほか、１０ページの１１款分担金及び負担金から、１４ページまでの１２款使用料及び

手数料、１３款国庫支出金、１４款県支出金、１６款寄附金、１８款繰越金、１９款諸収入、

２０款市債は、歳出事業に伴う財源と決算見込みによる減額を調整して、それぞれ計上いたし

ました。 

 ４ページをお願いします。 

 ２表、繰越明許費は、年度内に事業完成とならず支出の終わらない見込みの事業について、

２４年度へ繰り越す事業名と事業費の限度額を定めたものでございます。 

 ５ページをお願いします。 

 ３表、債務負担行為補正は、当該事業を今定例会に補正予算を計上したことにより、廃止す

るものでございます。 

 ６ページをお願いします。 

 ４表、地方債補正は、既定の地方債の借入限度額の変更及び追加するものでございます。 

 １ページをお願いします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億 3,８７７万

9,０００円を追加し、歳入歳出予算額の総額は、歳入歳出それぞれ１３３億９８０万

2,０００円となります。 

 以上で、平成２３年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）の説明を終わります。 

 次に、議案第５号、平成２４年度土佐清水市一般会計予算の主なものについてご説明いたし

ます。 
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 予算書をお願いします。 

 なお、今定例会から、議会基本条例の第８条の規定に基づき、予算審議における事業説明書

をお手元に配付していますので、ご参照願います。 

 ただ、初めてのことですので、不備な点がございましたら、ご了承お願いいたします。 

 歳出からご説明いたします。 

 一般会計予算書の３１ページをお願いします。 

 １款１項１目議会費につきましては、１節報酬で、議員の報酬4,７０８万8,０００円、４節

共済費では、市議会議員共済年金の負担金2,６３１万円、１９節負担金、補助及び交付金で政

務調査費１３４万4,０００円など、議会費全体で１億2,５４４万5,０００円を計上いたしまし

た。 

 ３２ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般管理費では、３節職員手当等で定年退職者１０名の退職手当２億

1,０３３万2,０００円、８節報償費で区長手当1,８１１万9,０００円、１３節委託料で夜間警

備で５４０万円など、一般管理費全体で５億9,９４６万8,０００円を計上しました。 

 ３３ページの２目人事管理費につきましては、３４ページの１３節委託料で、職員の健康診

断費用等で、２２３万5,０００円、１９節負担金、補助及び交付金で、職員の福利厚生事業に

係る互助会への負担金として６５０万 4,０００円など、人事管理費全体で 1,６１２万

5,０００円を計上しました。 

 ３目財産管理費では、１２節役務費で公用車の車検費用、公共施設の火災保険料などで、１、

０１２万2,０００円、旧松尾小学校浄化槽改修費に１７０万円、老朽化した出張車の購入費

２００万円など、総額で2,５７８万5,０００円を計上しました。 

 ３５ページの５目諸費の１９節負担金、補助及び交付金では、４月１日から清水警察署が中

村警察署に統合となり、清水警察庁舎となりますが、地域安全協会の活動は、引き続き清水警

察庁舎単位で行われることになりましたので、補助金１８０万円を計上いたしました。 

 ３６ページをお願いします。 

 ２款１項７目企画振興費では、１９節負担金、補助及び交付金は、爪白地区の集会所の改修

費の補助金で、１３９万 5,０００円、廃止路線代替バス運行事業費補助金 2,２２５万

3,０００円、有永・珠々玉地区の共聴施設デジタル化支援事業補助金2,７８８万5,０００円、

くろしお鉄道緊急地震対策事業補助金８１万5,０００円など、総額で6,９１２万5,０００円を

計上いたしました。 

 ３７ページの９目交通安全対策費の１９節負担金、補助及び交付金では、４月１日から清水

警察庁舎となりますが、交通安全協会土佐清水支部の活動も引き続き、清水警察庁舎単位で行
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われることになりましたので、補助金３０万円を計上しました。 

 １０目じんけん総務費では、３８ページの１９節負担金、補助及び交付金で、市内の小中学

校のＰＴＡが主催する講演会等の事業補助金８０万円など、総額で2,９４０万円を計上しまし

た。 

 １１目情報企画費では、１３節委託料は住民情報システム保守委託料など、1,８１０万

2,０００円、庁内支援システム委託料６１８万7,０００円、１４節使用料及び賃借料は総合行

政システム等使用料等で3,３４０万6,０００円、情報企画費全体で5,９６５万8,０００円を計

上いたしました。 

 １２目がんばる地方推進費、３９ページの１３節委託料では、市内の交通システムの制度設

計をＮＰＯに委託する協働による地域内移動システム構築事業委託費７７７万3,０００円、

１９節負担金、補助及び交付金では、従前のふるさと事業を引き続いた産業振興ふるさと雇用

事業補助金（従来の農産物等特産加工品開発・販売促進等委託事業）に1,５７５万円など、が

んばる地方推進費全体で5,８２８万6,０００円を計上いたしました。 

 ２款２項１目賦課徴収費では、４０ページの負担金、補助及び交付金で、幡多広域租税債権

管理機構負担金５５６万5,０００円など、賦課徴収費全体で9,４０５万9,０００円を計上いた

しました。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費につきましては、４１ページの１４節使用料及び賃借料で

は、戸籍総合システム機器リース料などで、６６１万5,０００円、戸籍住民基本台帳費全体で

3,１８５万4,０００円を計上しました。 

 ４２ページをお願いします。 

 ２款４項３目農業委員会委員選挙費につきましては、７月３１日に任期満了となりますので、

選挙に要する費用として３６９万4,０００円計上しました。 

 ４２ページ、４３ページの４目高知海区漁業調整委員会委員選挙費につきましては、８月

１４日に任期満了となりますので、選挙に要する費用として３１４万5,０００円を計上いたし

ました。 

 ４５ページをお願いします。 

 ３款１項２目障害者福祉費につきましては、１３節委託料では、県の補助金を活用したあっ

たかふれあいセンター事業など、2,１５５万5,０００円、４６ページの扶助費では、身体障害

者福祉サービス費１億7,５３２万2,０００円、知的障害者福祉サービス費２億2,９１８万

8,０００円など、４億1,９５９万6,０００円、障害者福祉費全体で４億4,３６０万円を計上し

ました。 

 ３目老人福祉費では、１３節委託料で、老人保護措置費等に８０６万7,０００円、１９節負
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担金、補助及び交付金で、シルバー人材センター補助金に７９５万円、老人クラブ補助金に

４２８万2,０００円、各地区が行う敬老会の補助金２２３万2,０００円、２０節扶助費で敬老

祝金８００万円など、老人福祉費全体で6,３４３万2,０００円を計上いたしました。 

 ４目福祉医療費につきましては、就学前から中学校まで、医療費助成を引き続き行うことと

し、２０節扶助費では、8,８８２万2,０００円、全体で9,１７９万4,０００円を計上いたしま

した。 

 ４７ページの５目社会福祉施設費につきましては、１３節委託料で福祉センターでデイサー

ビス事業等を行う隣保館運営支援事業委託料で1,０５５万円など、４地区の福祉センターの運

営に要する費用を総額で6,３６１万6,０００円を計上しました。 

 ４８ページをお願いします。 

 ７目介護保険対策費では、１９節負担金、補助及び交付金で、低所得者居宅介護サービス利

用者負担助成金 1,３２０万円、２８節繰出金で介護保険特別会計への繰出金で、３億

2,７３１万2,０００円など、介護保険対策費全体で３億4,２１２万4,０００円を計上しました。 

 ８目社会長寿費では、１３節委託料では、２３年度に作成いたしました第２期地域福祉計画

の総合的・計画的に推進する事業で、２８０万4,０００円など、社会長寿費総額で3,４３４万

円を計上しました。 

 ４９ページの９目ねんりんピック推進費につきましては、平成２５年度に本大会、平成

２４年度にプレ大会を予定しています大会への負担金４０３万8,０００円など、８６１万

9,０００円を計上しました。 

 なお、ねんりんピック推進につきましては、４月１日から健康推進課内にねんりんピック推

進係を配置して、準備運営に万全を期したいと思っているところでございます。 

 ３款２項１目児童福祉総務費につきましては、１節報酬で、家庭児童相談員を２名、地域子

育て支援センター職員を２名、計４名分、７２８万7,０００円、５０ページの２０節扶助費で

は、子どものための手当に１億8,６３５万円を計上し、児童福祉総務費全体で２億4,３３１万

4,０００円を計上しました。 

 ２目保育所運営費では、保育所運営に要する経費を５１ページにかけて、それぞれ必要経費

を総額で５億1,１１６万3,０００円を計上いたしました。 

 ３目母子福祉費では、５２ページの２０節扶助費で、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助

成金で、１億３１７万4,０００円、総額で１億５５０万9,０００円を計上しました。 

 ３款３項１目生活保護総務費では、１３節委託料で生活保護システムの保守料１１２万

8,０００円、生活保護総務費全体で2,５９７万4,０００円を計上しました。 

 ５３ページの２目扶助費につきましては、２０節扶助費で生活扶助、住宅扶助、医療扶助等
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に３億2,７６９万5,０００円、総額で３億2,８３６万3,０００円を計上いたしました。５４ペ

ージをお願いします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費につきましては、１９節負担金、補助及び交付金で、はり・き

ゅう・あんまマッサージ・指圧施術補助金に２３５万5,０００円、２０節扶助費では精神障害

者に対する自立支援給付など1,８５１万1,０００円、５５ページの２８節繰出金、国保会計及

び水道会計に２億1,８８０万1,０００円など、保健衛生総務費全体で３億5,４２７万円を計上

しました。 

 ２目感染症対策費では、１３節委託料で子宮頸がんワクチンなど、各種予防接種、結核検診

委託などに3,３４８万6,０００円、全体で3,４４３万1,０００円を計上しました。 

 ３目健康増進事業費につきましては、１３節委託料で胃がん・子宮がん等の検診委託料

1,６４９万9,０００円、５６ページの１９節負担金、補助及び交付金で、高知県後期高齢者医

療広域連合負担金などに２億3,８８７万円、２８節繰出金で、後期高齢者医療特別会計繰出金

9,５９４万9,０００円を計上し、健康増進事業費全体で３億5,７９８万2,０００円を計上しま

した。 

 ６目環境衛生費では、５７ページの１３節委託料で、斎場の指定管理者委託料に５５３万円、

１９節負担金、補助及び交付金で合併処理浄化槽設置事業補助金として、５０基分1,５００万

円、新たな取り組みとして太陽光発電システム設置促進事業補助金として１２０万円など、環

境衛生費全体で5,３４０万5,０００円を計上しました。 

 ４款２項１目清掃総務費につきましては、１８節備品購入費で、松崎・宗呂下地区に資源ご

み保管庫を購入する費用５０万円、１９節負担金、補助及び交付金で広域ごみ処理経費負担金

１億7,０２４万2,０００円、清掃総務費全体で１億8,６４９万3,０００円を計上しました。 

 ５８ページの２目塵芥処理費では、１３節委託料でごみの収集業務委託に 8,７７６万

8,０００円、粗大ごみの不法投棄対策として、監視カメラ設置委託費２８万9,０００円、旧清

掃センターのダイオキシン類分析業務委託費などで３２９万9,０００円、塵芥処理費全体で

１億1,６０５万7,０００円を計上いたしました。 

 ３目し尿処理費につきましては、１３節委託料で衛生センター運転業務等委託料で

9,５３８万円など、し尿処理費全体で１億４３万9,０００円を計上しました。 

 ６０ページをお願いします。 

 ５款１項３目農業振興費につきましては、１９節負担金、補助及び交付金で、中山間地域等

直接支払制度交付金、園芸ハウス改修事業費補助金、こうち農業確立総合支援事業補助金、農

地・水保全管理支払共同及び向上支援交付金など、農業振興費全体で2,９０５万3,０００円を

計上しました。 
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 ６１ページの４目農地費では、１５節工事請負費で２４年度から３年計画で、宗呂上の農業

用水路の改修工事の今年度分として、1,５００万円、１９節負担金、補助及び交付金で小規模

基盤整備事業費補助金２００万円、有害鳥獣被害対策費として１１８万8,０００円など、農地

費全体で3,２９９万5,０００円を計上いたしました。 

 ６２ページの６目農産物開発費では、１９節負担金、補助及び交付金で販路開拓を支援する

補助金として４０万円、産業振興推進ふるさと雇用事業補助金（従来の農産物特産品開発及び

集出荷体制確立事業）に７３９万円など、農産物開発費全体で８３５万8,０００円を計上しま

した。 

 ６３ページの５款２項３目造林事業費につきましては、１３節委託料で造林事業委託等に

1,４９２万1,０００円、１９節負担金、補助及び交付金で緊急間伐総合支援事業補助金、産業

振興推進ふるさと雇用事業補助金（従来の土佐清水市の森再生事業）の補助金など、

1,１８５万5,０００円を計上し、造林事業費全体で2,７２１万円を計上いたしました。 

 ６４ページの５目治山事業費では、長野地区の流路工の改修工事費など６０２万4,０００円

を計上しました。 

 ５款３項２目水産振興費につきましては、６５ページの１３節委託料で、雇用対策として宗

田節の新商品開発・販路拡大を図る事業など、1,７９５万円、１９節負担金、補助及び交付金

でリマ区域周辺事業を取り入れて、平成２３年度、２４年度で改築を進めています清水拠点市

場建設補助金３億2,６０７万8,０００円、沿岸漁業者経営構造改善促進（エンジンの取りか

え）事業補助金として1,６５７万7,０００円、産業振興推進ふるさと雇用事業補助金（従来の

魚の品質向上と漁家所得向上推進事業及び魚の品質向上と販路開拓事業）に1,０７８万

1,０００円など、３億 7,５８０万 4,０００円ほか、水産振興費全体で３億 9,６６８万

5,０００円を計上しました。 

 ３目漁港建設費では、６６ページの１５節工事請負費で、布・津呂・中浜・貝ノ川の漁港の

改修費として７２７万円、１９節負担金、補助及び交付金では、清水・伊佐・窪津漁港の改修

に伴う県工事負担金９９万6,０００円など、漁港建設費全体で1,８９６万1,０００円を計上い

たしました。 

 ６款１項１目商工振興費では、６７ページの１９節負担金、補助及び交付金で、県の補助金

を活用して生活支援宅配センターがんばろう屋の運営補助事業補助金４６０万8,０００円など、

商工振興費全体で4,８２０万6,０００円を計上いたしました。 

 ３目観光振興費では、６８ページの１３節委託料で、３施設、白山洞門展望足湯、あしずり

港拠点施設、竜串貝類展示館の管理運営委託料、２３年度より取り組んでいます外国人観光客

の誘致の拡大を図る米国・豪州・香港インバウンド認知度向上事業などに 3,３１６万
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6,０００円、１９節負担金、補助及び交付金で、観光客誘客促進事業補助金、あしずり祭行事

補助金、産業振興推進ふるさと雇用事業補助金（従来の竜串の海の自然学校開設事業）などに

2,２２１万7,０００円など、観光振興費全体で１億1,３６８万4,０００円を計上いたしました。 

 ６９ページをお願いします。 

 ７款１項１目土木総務費では、１５節工事請負費で残土処分場整備工事費として2,０００万

円、 

１９節負担金、補助及び交付金で、県工事負担金2,５８４万5,０００円など、土木総務費全体

で8,７３８万9,０００円を計上いたしました。 

 ７０ページの２目すみよいまちづくり費では、１５節工事請負費で市内一円の道路維持修繕

工事等で７００万円、１９節負担金、補助及び交付金では、平成２２年度より実施しておりま

す各集落の部落道改修などに1,０００万円、全体で3,４３２万2,０００円を計上しました。 

 ７１ページをお願いします。 

 ７款２項１目道路新設改良費につきましては、１２節役務費では、市道東谷グリーンハイツ

線の改良予定に伴う不動産鑑定料として手数料６０万円、１３節委託料では、市道東谷グリー

ンハイツ線、市道市場寿汐見線（通称産業道路）の改良予定に伴う測量設計委託費1,４００万

円、１５節工事請負費では、市道加久見広畑以布利線道路改良工事に9,８００万円、一般市道

改良工事6,０００万円など、道路新設改良費全体で１億8,６７８万6,０００円を計上しました。 

 ７３ページをお願いします。 

 ７款４項３目清水第三土地区画整理費につきましては、区画整理事業補助金３億2,２５０万

円など、総額で１３億9,４８４万2,０００円を計上しました。 

 ４目地籍調査費では、今年度新規に現地調査を行う宗呂下地区の調査費など８８５万

9,０００円を計上しました。 

 ５目総合公園建設費につきましては、７４ページの１５節総合公園池整備工事費等に１億

4,１２０万円など、総合公園建設費全体で１億4,８２０万円を計上いたしました。 

 ７款５項１目住宅管理費では、７５ページの１５節工事請負費で、竜串第３団地浄化槽新設

工事で７２０万円など、住宅管理費総額で2,３１２万7,０００円を計上しました。 

 ７６ページをお願いします。 

 ８款１項２目救急業務費では、１８節備品購入費で、老朽化した救急車搭載用の半自動除細

動器更新費用として、２４５万2,０００円を計上しました。 

 ７７ページの３目非常備消防費では、１節報酬で消防団員４３０名の報酬1,７６６万

7,０００円など、非常備消防費全体で3,２６７万8,０００円を計上しました。 

 ４目消防施設費では、１８節備品購入費で老朽化しました消防分団の消防自動車の更新費用
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として８０３万3,０００円など、全体で1,３１６万2,０００円を計上しました。 

 ７８ページをお願いします。 

 ６目災害対策費では、１１節需用費の消耗品費のうち、備蓄用食料8,２００食分の購入費と

して４１７万4,０００円、１３節委託料で、津波の被害が想定される地区の津波避難計画策定

委託費1,１５７万1,０００円、海抜表示１００カ所等の設置委託費１６９万1,０００円、木造

住宅耐震診断３０件分の委託費９９万円など、1,７３５万4,０００円、１５節工事請負費では、

津波避難経路整備費、太陽光発電外灯設置費に3,５００万円、１８節備品購入費では、衛星携

帯電話４台分の購入費として１６３万8,０００円、その他南海地震対策に備える事業を中心に、

災害対策費全体で例年の約５倍に当たる6,５９７万円を計上しました。 

 ７９ページをお願いします。 

 ９款１項２目事務局費につきましては、８０ページの２１節貸付金で、高校生・専門学校

生・短大生・大学生・大学院生を対象とした奨学資金に7,３１９万3,０００円を計上し、事務

局費全体で１億7,３１４万3,０００円を計上しました。 

 ９款２項１目小学校管理費につきましては、７節賃金で特別支援教育支援員等の経費

1,３２９万円、８１ページの１３節委託料で、スクールバス運転委託等1,４０５万4,０００円、

１５節工事請負費で中浜小学校擁壁補修工事などで２１０万9,０００円など、小学校管理費全

体で6,９７２万1,０００円を計上しました。 

 ８２ページをお願いします。 

 ９款３項１目中学校管理費では、７節賃金で特別教育支援員４名の経費５０４万円、８３ペ

ージの１３節委託料で、スクールバス運行委託等８６８万3,０００円など、中学校管理費全体

で5,２４２万1,０００円を計上しました。 

 ８４ページの３目学校建設費では、清水中学校建設関連予算で１３節の委託料、１５節工事

請負費、１８節の備品購入費など合わせて９億７２７万6,０００円を計上しました。 

 ８５ページをお願いします。 

 ９款４項１目社会教育総務費では、１３節委託料で、学校・家庭・地域の連携協力推進事業

1,１６５万円、１９節負担金、補助及び交付金で各種団体活動補助金など１２８万円、社会教

育総務費全体で2,９３９万3,０００円を計上しました。 

 ８６ページをお願いします。 

 ２目公民館費では、夏季大学、市民教室など、公民館活動に必要な経費として全体で

1,９７１万9,０００円を計上しました。 

 ３目図書館費では、１３節委託料で、指定管理者による図書館管理運営委託に2,８５８万

1,０００円、市民図書館開館３０周年記念イベント事業で２０万円など、総額で2,８７９万
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5,０００円を計上しました。 

 ８７ページの５目文化芸術振興費では、１３節委託料で指定管理者による文化会館管理・運

営委託に2,７６８万7,０００円など、文化芸術振興費全体で2,９７８万7,０００円を計上しま

した。 

 ９款５項１目保健体育費では、８８ページの１３節委託料で、指定管理者による市民体育館

等管理運営委託に2,６２０万3,０００円、１９節負担金、補助及び交付金では、本市でスポー

ツ合宿を行う団体に助成する誘致補助金として９０万円など、保健体育費全体で3,５１６万円

を計上しました。 

 ９款６項１目教育センター費では、教育研究所・補導センター・不登校適応指導教室など、

教育センター費全体で2,７２３万円を計上しました。 

 ９１ページをお願いします。 

 １１款１項１目元金で、起債元金償還金や災害救護資金貸付金償還金など、１４億

3,０７５万8,０００円、２目利子で、起債利子や一時借入の利子に２億1,８８１万2,０００円

を、公債費全体で１６億4,９５７万円を計上しました。 

 ９２ページから９６ページにかけては、給与費明細書を９７ページに債務負担行為に係る調

書、９８ページに地方債に係る調書を計上いたしました。 

 次に、歳入についてご説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 １款１項１目１節市民税の個人現年課税分は、年少扶養親族控除・特定扶養親族控除の上乗

せ分の廃止などにより、前年比１1.７％増の４億2,８２２万2,０００円を計上しました。 

 同じく２節滞納繰越分は、過去の収納実績と債権管理機構移管分等を勘案し、前年比2.３％

増の９６８万4,０００円を計上しました。 

 ２目法人税につきましては、前年の決算見込み等を勘案し、6,４９７万9,０００円を計上い

たしました。 

 １款２項１目固定資産税は、評価替えに伴う評価価格の下落を見込み、現年課税分で５億

８４５万4,０００円、滞納繰越分を含め、前年比7.６％減の５億3,３７３万1,０００円を計上

しました。 

 ２目市町村交付金及び納付金につきましては、評価替え等を見込み、前年比6.４％減の

1,２２７万円を計上しました。 

 １款３項１目軽自動車税は、これまでの実績などを勘案し、3,９１８万8,０００円を計上し

ました。 

 １１ページをお願いします。 
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 １款４項１目市たばこ税は、これまでの実績を勘案して、8,０７５万9,０００円を計上いた

しました。 

 １款５項１目入湯税は、前年度の状況及び景気の動向を勘案し、前年比２ 6.３％減の

1,６５７万6,０００円を計上しました。 

 １３ページをお願いします。 

 ８款１項１目地方特例交付金は、２４年度から子どものための手当に係る市職員の子どもの

ための手当の交付金が廃止になったことなどを勘案し、前年比９1.１％減の２００万円を計上

しました。 

 ９款１項１目地方交付税につきましては、国の地方財政計画をもとに推計し、普通交付税で

３７億円、特別交付税で５億8,０００万円を見込み、交付税総額で前年度当初予算比で1.２％

減の４２億8,０００万円を計上しました。 

 １４ページをお願いします。 

 １１款１項分担金、１目農林水産業費分担金、２目土木費分担金は、それぞれ事業に係る受

益者分担金を計上しました。 

 １１款２項１目民生費負担金の１節老人施設措置等負担金は、施設入所者の個人負担金でご

ざいます。 

 ２節児童福祉費負担金は、保育料で8,３４５万7,０００円を計上しました。 

 １５ページをお願いします。 

 １２款１項使用料は、それぞれの施設の使用料について計上いたしました。 

 １６ページの１２款２項２目衛生手数料は、１節清掃手数料では、ごみ袋販売手数料

2,８７０万円を見込み、計上しました。 

 １７ページの１３款１項国庫負担金から２ページの１４款３項県委託金までは、歳出で説明

いたしました各事業の国や県の負担金、補助率に基づいて計算したものでございますので、説

明を省略させていただきます。 

 ２４ページをお願いします。 

 １５款２項１目不動産売払収入、１節立木売払収入３７９万円は、市有林の間伐伐採事業に

よるものでございます。 

 ２９、３０ページをお願いします。 

 ２０款１項市債のうち、１目総務債、公共交通事業債８３０万円、２目民生債8,３７０万円、

３目農林水産業債、水産振興環境整備債４５０万円、４目商工債９８０万円、７目教育債、教

育環境整備事業債８５０万円、文化芸術振興債２１０万円、合わせて１億1,６９０万円を過疎

債のソフト事業分として充当しております。 
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 ７目教育債、教育施設整備事業債７億２３０万円は、清水中学校の体育館・プールなどの建

設の財源として計上しました。 

 ９目臨時財政対策債は、対前年比１9.９％減の２億5,０００万円を計上しました。なお、こ

の分につきましては、国の地方財政計画に基づき、借り入れるもので、この起債の元利償還金

は、後年度、交付税で措置されるものでございます。 

 １０目退職手当債は、定年退職者１０名を見込み、１億６００万円を計上しました。 

 ６ページをお願いします。 

 ２表債務負担行為につきましては、期間、限度額を定めるものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 ３表地方債につきましては、それぞれの事業、起債の目的ごとに限度額、起債の方法、利率

を表のとおり定めるものでございます。 

 １ページをお願いします。 

 以上によりまして、平成２４年度土佐清水市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１０８億7,５００万円となります。なお、一時借入金の借入最高額は１５億円と定めます。 

 以上で、平成２４年度一般会計予算の説明とさせていただきます。 

○議長（武藤 清君） この際、午食のため、午後１時まで休憩いたします。 

          午前１１時５３分   休  憩 

          午後 １時００分   再  開 

○議長（武藤 清君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 午前に引き続き、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めます。 

 総務課長。 

          （総務課長 磯脇堂三君登壇） 

○総務課長（磯脇堂三君） それでは、議案の説明に入ります。 

 議案綴りをよろしくお願いいたします。 

 議案第１２号「土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例の制定につ

いて」でございます。 

 議案綴りの１３ページから１５ページでございます。 

 税外収入の公債権の遅延金等の取り扱いにつきましては、土佐清水市税外収入、督促手数料

及び延滞金条例がございますが、延滞金の端数処理の計算方法が市税の計算方法と異なり、ま

た徴収方法、減免措置等の規定が設けられていませんので、その取り扱いについて明確化を図

るために、新たな条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第１３号「土佐清水市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」で
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ございます。 

 議案綴りの１６ページから１８ページでございます。 

 地方税法等の改正に伴う条例改正でございます。 

 主な改正内容としましては、１、たばこ税率の変更、２、市民税の分離課税に係る所得割の

額の特例の廃止、３、個人市民税の均等割の課税標準の特例の新設、４、東日本大震災に係る

雑損控除等の特例の変更等が主な改正内容となっております。 

 次に、議案第１４号「土佐清水市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」でご

ざいます。 

 議案綴りの１９ページから２１ページでございます。 

 炭酸ナトリウム過酸化水素賦課物を消防法の取り扱いにおいて第１類危険物に追加する政令

等の改正に伴う条例改正でございます。なお、本市では、取り扱いはございません。 

 次に、議案第１５号「土佐清水市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について」で

ございます。議案綴りの２２ページから２４ページでございます。 

 特定屋外貯蔵タンクに係る安全対策について、新たな基準が設けられたことにより、その分

類によって手数料を変える条例改正でございます。なお、本市には、該当するタンクはござい

ません。 

 次に、議案第１６号「土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」及び議案第１７号「土佐清水市公民館設置条例の一部を改正する条例

の制定について」でございます。 

 議案綴りの２５ページから２８ページでございます。 

 第２次地方分権一括法により、図書館運営協議会の委員及び公民館運営審議会の委員の任命

及び委嘱基準が条例に委任されたことによる条例改正でございます。 

 次に、議案第１８号「土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」でご

ざいます。 

 議案綴りの２９、３０ページであります。 

 第５期介護保険事業計画の策定により、平成２４年度から２６年度までの保険料を改定する

ものでございます。 

 基準月額保険料は、８７０円アップの5,４８０円となります。 

 次に、議案第１９号「土佐清水市農産物等処理加工施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」でございます。 

 議案綴りの３１、３２ページでございます。 

 平成２３年度に農産物等処理加工施設に連動真空包装機の備品を購入したことにより、月額
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使用料を変更する改正案でございます。 

 次に、議案第２０号「土佐清水市給水条例の一部を改正する条例の制定について」でござい

ます。 

 議案綴りの３３、３４ページでございます。 

 市内８地区で徴収していました高地区給水負担金を廃止するなどの条例改正となっておりま

す。 

 次に、議案第２１号「土佐清水市長等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」及び議案第２２号「土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」でございます。 

 議案綴りの３５ページから３８ページでございます。 

 市長、副市長、教育長の期末手当の額を任期中に限り１０％カットするものでございます。 

 次に、議案第２３号「土佐清水市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」でございます。 

 議案綴りの３９、４０ページでございます。 

 平成２４年４月１日から清水警察署が中村警察署に統合となることによる名称の変更でござ

います。 

 次に、議案第２４号「土佐清水市スポーツ振興審議会条例の全部を改正する条例の制定につ

いて」でございます。 

 議案綴りの４１ページから４３ページでございます。 

 現在、条例で規定しているスポーツ振興審議会の根拠法であるスポーツ振興法がスポーツ基

本法に全面改定されたことによる改正でございます。 

 改正内容は、名称がスポーツ振興審議会からスポーツ推進審議会に変更になりますが、他の

内容については従前の条例内容とほとんど変更はございません。 

 次に、議案第２５号「清水漁港区域内における公有水面の埋立について」でございます。 

 議案綴りの４４ページから４７ページでございます。 

 清水魚市場の改築に当たり、清水漁港内の一部を埋立することについて、県知事に公有水面

免許の出願に係る意見について、公有水面埋立法の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 次に、議案第２６号「四万十市と土佐清水市、黒潮町、大月町及び三原村との間の消費生活

相談等の事務の委託に関する規約の内容を変更する協議について」でございます。議案綴りの

４８ページでございます。 

 さきの１２月定例会で、四万十市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村の５市町村で消費
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生活相談等の事務委託に関する規約の議決を受けたところでございますが、新たに宿毛市が参

加する旨の届がありましたので、規約の変更の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第２７号「土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年度～

２６年度）の制定について」でございます。 

 議案綴りの４９ページでございます。 

 老人福祉法、介護保険法の規定に基づき、平成２４年度から２６年度までの高齢者福祉計画

及び介護保険事業計画を定めましたので、議会の議決に付すべき事件に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、ご提案申し上げました案件につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武藤 清君） 次に、議案第２号「平成２３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について」及び議案第７号「平成２４年度土佐清水市国民健康保険事業特

別会計予算について」、議案第８号「平成２４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」の３件について説明を求めます。 

 市民課長。 

          （市民課長 横山周次君登壇） 

○市民課長（横山周次君） 議案第２号「平成２３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について」から、ご説明します。 

 今回の補正は、保険料軽減額の確定による公費補てん分と前年度繰越金を広域連合に納付す

るものであります。 

 補正予算書の６ページをお願いします。 

 歳入、３款繰入金として、当初見込みとの比較で１３８万2,０００円を計上しております。 

 ５款繰越金は、保険料を財源とした前年度剰余金であります。  

 ７ページ、２款後期高齢者医療広域連合納付金では、歳入の繰入金と繰越金、合わせて

２４８万4,０００円を計上しております。 

 次に、２ページ、３ページをお願いします。  

 第１表、歳入歳出予算補正です。歳入歳出とも既定の予算額に２４８万4,０００円を追加し、

総額が２億3,７１９万9,０００円となります。 

 次に、議案第７号「平成２４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について」説明

いたします。 

 今年度の国民健康保険制度につきましては、一つとして、財政運営の都道府県単位化を円滑

に進めるため、県調整交付金を２％引き上げ、国の定率負担金を２％カットします。２番目と

しまして、外来療養にかかわる高額療養費の支払方法を現物給付化することになっております。
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３番目に平成１８年度から続いていた賦課限度額の引き上げの見送りがあります。４番目とし

て、診療報酬の改定では、本体と薬価等の合計で0.００４％の引き上げ等が予定されておりま

す。予算編成では、過去の実績を踏まえて、さらに最近における医療費の動向等を考慮した上

で、予算計上をしております。 

 主だった歳出から説明いたします。１４１ページをお願いします。 

 １款１項総務管理費は、国保運営を行うための人件費や専門的また効率的に業務を行う委託

料や、負担金を計上しております。 

 次に、１４２ページをお願いします。 

 １款２項１目賦課徴収費、１９節は、幡多広域租税債権管理機構へ支出するもので、国保分

として２８件の３７１万円を予算措置しております。２３年度は、２月送金分まで、延滞金を

含め８９２万1,０００円余りを徴収しております。 

 １４３ページをお願いします。 

 １４３ページから１４５ページまで、２款保険給付費は、外来や入院などにかかる療養給付

費や高額療養費などでございまして、被保険者数の動向、１人当たりの医療費、医療費の伸び

率、過去の実績等を考慮して、２款全体で１７億4,１１０万2,０００円を計上しました。 

 次に、１４６ページをお願いします。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金につきましては、いわゆる５対４対１の４の部分の本市の国

保の持ち分で、加入者割合により決定しますが、本年度の概算見込み、過年度の精算分を調整

し計上しました。 

 １４７ページ、６款介護納付金につきましては、国保の４０歳以上６５歳未満の第２号被保

険者数を2,６６１人、１人当たり５万6,３５８円を見込み、過年度分の精算分を調整し、計上

しました。 

 次に、１４８ページをお願いします。 

 ７款共同事業拠出金は、国保連合会が実施主体となり、会員市町村を対象に高額な医療費の

発生に対する再保険的な事業を行っており、１目高額医療費共同事業医療費拠出金は、８０万

円以上のレセプトを対象に、国及び県が４分の１を負担し、財政調整を行い、また、３目保険

財政共同安定化事業拠出金では、３０万円以上のレセプトが発生した場合に、県内市町村国保

間の保険料の平準化及び財政の安定化を図るために拠出するものであり、平成２２年度実績で

は、医療費の４6.５％が調整対象となっております。 

 ８款１項特定健康診査等事業費では、４０歳から７４歳までの被保険者を対象に行う集団及

び個別の特定健康診査委託料や検診結果に基づく特定保健指導関係経費を計上しております。 

 １４９ページ、８款２項保険事業費では、疾病の発生の防止、早期発見による重症化の防止
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や保健活動による健康の保持、増進を目的に糖尿病予防事業、健康ウォーク事業、ジェネリッ

ク医薬品普及促進事業等を計上しており、ジェネリックへの切り替え率は、１０月診療分の比

較で対前年度4.６％から１8.４％に進んでおります。 

 次に、主だった歳入について申します。 

 １３４ページをお願いします。 

 １款保険税は、現行の税率で過去の税収実績及び平成２３年度の収納見込額や保険基盤安定

に係る軽減額等を考慮し、４億８２８万円を計上しました。  

 １３５ページ、３款国庫支出金から１３７ページ、７款共同事業交付金につきましては、医

療給付費の見込額、後期高齢者支援金、介護納付金や前期高齢者交付金、保険税収、被保険者

数等を基礎数値としまして、それぞれの負担割合で見込んでおります。  

 次に、１３８ページをお願いします。 

 ９款２項基金繰入金として、財政調整基金を8,３７０万2,０００円を予算計上しております。

２３年度現計予算額と合わせた予算上の残高は、ほぼゼロとなります。  

 次に、１２８ページから１３１ページにかけまして、第１表、歳入歳出予算を計上しており

ます。歳入歳出予算の総額は、それぞれ２６億2,６５６万円となっております。 

 次に、１２７ページをお願いします。 

 第２条として、一時借入金の借入最高額を４億円と定めています。  

 第３条として、歳出予算の各項間で流用することができる場合を定めております。  

 ２款保険給付費を対象としております。 

 次に、議案第８号「平成２４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について」説明い

たします。 

 さきに、県の後期高齢者医療広域連合について説明します。  

 本年度は、第３期保険料の改正に当たり、既に新聞報道等によりご承知のとおり、１人当た

りの平均保険料は５万8,１４１円と現行より9.８９％、5,２３４円の増となっております。算

定基礎としましては、２４年、２５年度の被保険者数、１人当たりの保険給付費、所得の動向

を予測し、過去の剰余金や財政安定化基金の取り崩しによって見込んでおります。 

 次に、広域連合の２３年度の決算見込みについて、簡単に説明します。 

 被保険者数が１２万１１０人、 1.１％の増となっております。保険給付費の総額が

1,２３４億4,３００万円、3.７％の増です。１人当たりの保険給付費１０２万9,０００円、

2.７％の増です。ちなみに、平成２２年度の１人当たりの医療費１０８万2,０００円で、全国

第２位となっております。 

 それでは、１６２ページの歳入からお願いします。 
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 １款１項後期高齢者医療保険料は、２４年度現年分として、被保険者数を3,５５４人、１人

当たりの保険料を４万6,８０６円と見込み、そのうち特別徴収分の割合を約６３％、普通徴収

分として３７％を見込んでおります。また、保険料賦課限度額が５０万円から５５万円に引き

上げとなる条例改正が広域連合で行われております。 

 ３款１項２目保険基盤安定繰入金は、保険料の９割から２割軽減分について一般会計から繰

り入れするものであり、財源の４分の３は県の負担金であります。 

 次に、１６４ページの歳出をお願いします。 

 １款総務費は、人件費など、業務に必要な事務的経費であります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入で説明いたしました後期保険料と保険基盤安定

繰入金及び延滞金を財源として、広域連合に納付するものであります。 

 次に、１５８ページ、１５９ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算の総額は、それぞれ２億6,４３８万1,０００円を計上いたしておりま

す。 

 以上で、予算の説明を終わります。 

○議長（武藤 清君） 次に、議案第３号「平成２３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予

算（第２号）について」及び議案第９号「平成２４年度土佐清水市介護保険特別会計予算につ

いての」の２件について、説明を求めます。 

 健康推進課長。 

          （健康推進課長 山下 毅君登壇） 

○健康推進課長（山下 毅君） 議案第３号「平成２３年度土佐清水市介護保険特別会計補正

予算（第２号）について」ご説明いたします。 

 補正予算書の７ページをお願いします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費、１３節委託料２１０万円は、介護保険法の改正に伴うシステム改

修費として補正するものです。 

 １款３項２目認定調査等費、７節賃金３８１万5,０００円の減額は、認定調査員の嘱託職員

１名が退職したことにより減額したものです。 

 ２款１項１目居宅介護サービス給付費は、支払基金・介護給付費が1,０１３万1,０００円減

額となったことに伴う財源更正であります。 

 次に、６ページ、歳入をお願いします。 

 ３款２項４目介護保険事業費補助金１０５万円は、法改正に伴うシステム改修費に対する補

助金であります。 
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 ４款１項１目介護給付費交付金1,０１３万1,０００円の減額は、平成２３年度介護給付費交

付金の減額によるものであります。 

 ７款２項１目介護給付費準備基金繰入金1,０１３万1,０００円は、支払基金交付金、介護給

付費交付金の減額により、歳入不足となったため、準備基金を取り崩したものです。 

 １ページをお願いします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７１万5,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２億2,６８５万3,０００円となります。 

 続きまして、議案第９号「平成２４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」主なも

のをご説明いたします。 

 １８２ページをお願いします。 

 歳出からお願いします。 

 １款１項１目一般管理費は、事務職員の人件費等として3,０１４万1,０００円を計上しまし

た。 

 １８３ページをお願いします。 

 １款３項２目認定調査等費は、介護認定調査員の人件費及び１２節役務費、手数料は、認定

申請に伴う主治医意見書料として６５３万1,０００円など、合計で2,９７３万2,０００円を計

上しました。 

 １８４ページをお願いします。 

 ２款１項介護サービス等諸費の１目から１０目までは、居宅介護サービス給付費など介護サ

ービス関連費用として給付費見込み額により、合計で１８億5,８９５万8,０００円を計上して

おります。 

 １８５ページをお願いします。 

 ２款２項介護予防サービス等諸費の１目から８目までは、要支援１、２の方が対象の給付費

として、介護予防サービス給付費など、合計で9,０５１万7,０００円を計上しております。 

 １８６ページをお願いします。 

 ２款３項１目審査支払手数料２１９万5,０００円は、介護事業者からの給付費の請求を国保

連合会が審査する手数料として計上しております。 

 ２款４項１目高額介護サービス費、１９節負担金は、要介護１から５の方が対象のサービス

で、同じ月に利用したサービスの１割負担の合計額が一定の額を超えた場合、その超えた金額

を支給することとして、6,２３９万円を計上しました。 

 １８７ページをお願いします。 

 ２款６項特定入居者介護サービス等費の１目から４目までは、低所得者の要介護者が施設サ
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ービス等を利用したときの食費、居住費の補足給付サービス費として、合計8,７７６万円を計

上しました。 

 ３款１項１目介護給付費準備基金積立金は、介護給付費準備基金利子及び財政安定化基金交

付金を合計で１８９万5,０００円積み立てするものです。 

 １８８ページをお願いします。 

 ４款１項１目二次予防事業費は、二次予防事業対象者把握事業管理システム委託など、合計

５０７万2,０００円、同じく２目一次予防事業費は、転倒骨折予防教室や地域介護予防推進事

業など、一次予防対象者の介護予防施策として合計3,０２０万1,０００円を計上しました。 

 ４款２項１目包括的支援事業費は、総合相談支援事業や巡回実態把握相談事業等で

2,０５２万5,０００円。１８９ページをお願いします。 

 同じく２目任意事業費は、認知症予防推進事業や配食サービス等として合計で1,４７３万

9,０００円を計上しました。 

 次に、１７６ページ、歳入をお願いします。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料は、保険料の段階別に積み上げた保険料見込み額として、

１節現年度分特別徴収保険料３億1,１６５万6,０００円、２節現年度分普通徴収保険料

2,５３５万4,０００円を計上しました。 

 ３款１項１目１節介護給付費負担金現年度分は、負担割合に基づきまして、３億6,９５５万

4,０００円を計上しました。 

 １７７ページをお願いします。 

 ３款２項１目調整交付金の現年度分、２億６７８万2,０００円は、本来の負担割合は本市の

場合は５％でありますが、後期高齢者の割合や所得に係る調整等によりまして、9.８１％とし

て給付費見込み額に乗じて計上しております。 

 同じく２目及び３目、地域支援事業交付金も負担割合に基づきまして、２目介護予防事業分、

３目包括的支援事業、任意事業分、合計で1,２４７万5,０００円を計上しました。 

 ４款１項支払基金交付金は、２号被保険者分として、負担割合に基づき計上しており、１目

介護給付費交付金、２目地域支援事業支援交付金、合わせて６億2,０４４万2,０００円を計上

しました 

 １７８ページをお願いします。 

 ５款１項１目介護給付費負担金は、現年度分を３億1,５５０万3,０００円を計上しました。 

 ５款３項財政安定化基金支出金は、県へ拠出しております基金から、保険料の上昇抑制のた

めに、本市へ交付が予定されております1,８８５万9,０００円を計上しました。 

 １７９ページをお願いします。 
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 ７款１項１目介護給付費繰入金の現年度分２億6,３４８万4,０００円は、給付費見込み額に

対し、負担割合に基づき計上しました。 

 同じく４目、その他一般会計繰入金6,３８２万7,０００円は、職員の人件費及び事務費であ

ります。 

 一般会計からの繰入金は、合計で３億4,２０５万4,０００円となります。 

 １７１ページをお願いします。 

 以上によりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２億6,４３８万1,０００円

を計上しました。 

 一時借入金の借入最高額は２億円と定めております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（武藤 清君） 次に、議案第４号「平成２３年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事

業特別会計補正予算（第１号）について」及び議案第１０号「平成２４年度土佐清水市指定介

護老人福祉施設事業特別会計予算について」、議案第１１号「平成２４年度土佐清水市介護サ

ービス事業特別会計予算について」の３件について、説明を求めます。 

 しおさい園長。 

          （しおさい園長 倉本和典君登壇） 

○しおさい園長（倉本和典君） 議案第４号「平成２３年度土佐清水市指定介護老人福祉施設

事業特別会計補正予算（第１号）について」ご説明いたします。 

 補正予算書の７ページ、歳出をお願いします。 

 １款１項１目一般管理費のうち、２５節積立金１４８万3,０００円は、前年度決算剰余金

２９６万 4,０００円のうち、基金条例に基づき剰余金の２分の１以上として１４８万

3,０００円を特別養護老人ホーム事業基金積立金として計上するものです。 

 次に、６ページ、歳入をお願いします。 

 ４款１項１目繰越金２９６万4,０００円は、前年度決算剰余金が確定したので、補正計上を

するものです。 

 次に、５款１項１目特別養護老人ホーム事業基金繰入金１４８万1,０００円の減額は、既決

予算と調整し減額補正するものです。 

 次に、１ページをお願いします。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４８万3,０００円を追加し、予算総額は歳入歳出それ

ぞれ４億1,２２４万7,０００円となります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１０号「平成２４年土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予算
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について」ご説明いたします。 

 予算書の２０５ページをお願いします。 

 歳出１款１項１目一般管理費では、人件費が主なものでして、２節、３節、４節で２億

6,１９５万4,０００円、７節賃金8,０７４万4,０００円、人件費合計で３億4,２６９万

8,０００円を計上しました。 

 施設管理面の主なものでは、１３節委託料、夜間警備員業務委託料など６００万8,０００円

を計上しまして、一般管理費合計で３億5,７８５万4,０００円を計上しました。 

 次に、２０６ページをお願いします。 

 ２款１項１目施設介護サービス事業費では、6,１１３万6,０００円を計上しました。主なも

のとして１１節需用費は、賄材料費2,８１７万8,０００円を含む5,４９５万6,０００円を計上

しました。 

 １８節備品購入費では、利用者用の車いす９台７７万円、軽四輪車いす使用車等３５０万円

を計上しました。 

 次に、２０２ページをお願いします。 

 歳入１款１項１目施設介護サービス費収入２億9,７２２万3,０００円、２項１目自己負担金

収入、これは介護サービス自己負担金と保険対象外の食費・居住費を含むものとして

5,４４８万6,０００円、３項１目は、低所得者の負担軽減措置であります特定入所者介護サー

ビス費収入3,３３８万3,０００円を計上しました。 

 次に、２０４ページをお願いします。 

 ５款１項１目特別養護老人ホーム事業基金繰入金3,１２９万6,０００円は、事業の運営に、

２目の福祉基金繰入金３００万円は、福祉基金の目的に沿いまして、利用者の備品購入に充て

るものです。 

 次に、１９７ページをお願いします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億1,９４９万円となります。 

 なお、一時借入金の最高額は１億円と定めましたので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１１号「平成２４年度土佐清水市介護サービス事業特別会計予算につい

て」ご説明いたします。 

 予算書の２１９ページをお願いします。 

 歳出１款１項１目短期入所生活介護事業費での主なものは、人件費２節、３節、４節で、

3,００１万8,０００円、賃金７節４４６万3,０００円、人件費合計で3,４４８万1,０００円を

計上し、１１節需用費では賄材料費３６０万7,０００円を含む７２８万4,０００円で、歳出合

計4,２３６万3,０００円を計上しました。 
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 次に、２１７ページをお願いします。 

 歳入１款１項１目居宅介護サービス費収入として3,３２３万円、２項の自己負担金収入は軽

減分を含め６５０万6,０００円、３項特定入所者介護サービス等費収入で２６２万2,０００円

を計上しました。 

 次に、２１３ページをお願いします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,２３６万3,０００円となります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（武藤 清君） 次に、議案第６号「平成２４年度土佐清水市水道事業会計予算につい

て」の説明を求めます。 

 水道課長。 

          （水道課長 浦中伸二君登壇） 

○水道課長（浦中伸二君） それでは、議案第６号「平成２４年度土佐清水市水道事業会計予

算について」ご説明させていただきます。 

 予算書の９９ページをお願いします。 

 第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数を7,６１２戸、前年度より１０５戸の減と

見込みまして、主要な建設改良費は１億9,６０１万8,０００円を計上しました。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましては、営業活動についての予算でございまして、収

入の合計は第１款水道事業収益として、３億２２４万円、支出の合計は第１款水道事業費用と

して２億7,８１９万8,０００円を計上しました。 

 次の１００ページの第４条の資本的収入及び支出につきましては、施設の建設改良に係る予

算でございまして、収入の合計は第１款資本的収入として２億５７５万2,０００円、支出の合

計は第１款資本的支出として、３億5,３６１万3,０００円を計上しました。 

 この結果、条文の括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額、１億4,７８６万1,０００円は、過年度分当年度分損益勘定留保資金及び利益剰余金で補て

んするものとします。 

 次に、１０５ページをお願いします。 

 平成２４年度の資金計画でございます。 

 これは現金の動く科目だけで作成するほか、前年度の繰越金等も入っていますので、単年度

の収支とは合いませんが、支出のための資金が確保されていることを示すものです。 

 一番上の行が合計額ですが、左側の受入資金が収入で、右の支払資金が支出でございます。 

 受入資金の当年度予定額は、９億9,１２２万1,０００円、支払資金の当年度予定額が５億

4,１３６万円でありまして、この差し引きは右下の一番下の差し引きの欄にありますが、当年
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度予定額は４億4,９８６万1,０００円となります。 

 続いて、１１１ページをお願いします。 

 平成２４年度の予定の貸借対照表でありまして、保有するすべての資産、負債、資本を示し

たものです。 

 次の１１２ページの一番下にありますが、左側の資産の合計は、２４年度末の予定額として

３９億7,７４７万9,１０９円となりまして、右側の負債と資本の合計額と一致しています。 

 次の１１３ページは、平成２３年度の予定の損益計算書でありまして、ここ１年間の収益と

費用を見込んで営業成績を示したものです。 

 次の１１４ページの一番下にありますが、２３年度の純利益は2,６７８万5,０００円と見込

んでいます。 

 次の１１５ページからが先ほど申しました収益的収支と資本的収支の款項目別の明細であり

まして、主なものについてご説明します。 

 まず、収益的収入につきまして、１款１項１目上水道給水収益の水道使用料は１億

6,０５２万2,０００円、４目簡易水道給水収益の水道使用料は、１億1,４４５万9,０００円を

計上しまして、上水道・簡易水道合計で２億7,４９８万1,０００円、前年度より約４９０万円、

1.８％の減で見込んでおります。 

 次に、１２４ページをお願いします。 

 資本的収入につきまして、１款１項１目企業債、１億1,７４０万円は、久百々と大岐の簡易

水道統合事業のため借り入れするものです。 

 ３項１目施設整備費補助金7,８３３万円についても、久百々・大岐統合事業に係る国庫補助

金でございます。 

 次に、１２５ページの資本的支出につきまして、１款１項１目拡張改良費の委託料

3,１５０万円は、久百々・大岐統合事業の実施設計の委託料です。 

 同じく工事請負費１億9,６０１万8,０００円は、久百々・大岐統合事業に１億6,５０１万

8,０００円と漏水対策のため、配水管の取りかえ工事として、汐見町・浜町に2,１００万円、

三崎浦に1,０００万円を計上しました。 

 最後に、１２６ページをお願いします。 

 ２項企業債償還金の合計9,４３７万4,０００円は、上水道と簡易水道についての起債の元金

分でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（武藤 清君） 以上で、予算案並びに条例案等に対する内容説明を終わります。 

 次に、平成２３年１２月土佐清水市議会定例会で付託した陳情の審査結果について、委員長
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の報告を求めます。 

 総務文教常任委員会委員長、矢野川周平君。 

          （総務文教常任委員会委員長 矢野川周平君登壇） 

○総務文教常任委員会委員長（矢野川周平君） 平成２３年１２月定例会で付託を受け、閉会

中の継続審査となっておりました陳情について、その審査の概要と結果について報告をいたし

ます。 

 陳情第６号「しみず幼稚園に関する陳情書」であります。 

 本件につきましては、長期不況、本市からの公共出先機関の撤退、人口減少、幼児数の減少

などにより、入園者も少なく、私学の経営が成り立たない状況が続いている中、認定子ども園

の指定も受けたが、赤字解消につながらず、その累積が限度近くになっていること。また、

２０１３年の幼保一元化に向けた取り組みにも希望しているが、大震災の影響等から先々が不

透明であることなどから、せめて国の幼保一元化のめどが立つまで、しみず幼稚園の運営につ

いて、何らかの支援をお願いしたいとする陳情であります。 

 本件につきましては、議会基本条例の施行に伴い、陳情者の意見陳述を認め、陳情の趣旨、

その意図するところ等について、確認しながら審査を行いました。 

 陳情者によりますと、陳情書を提出した後、国の幼保一元化に関する方向性が示されたとこ

ろであるが、これによると２０１５年には、現在の認定子ども園に対する優遇措置も期待でき

るところであることから、それまで幼稚園の灯を消さず、存続していきたいと考えている。市

からの金銭的な支援もできるならお願いしたいが、具体的な金額を提示することではなく、そ

れよりも行政として、私学の存続、必要性を認識していただき、協働して子どもの育成に努め

ていきたいということでありました。 

 執行部としても、しみず幼稚園は、本市唯一の幼稚園として一定の役割を果たしており、そ

の必要性を認識しているとともに、存続についても望ましいことと判断しているとのことであ

ります。 

 委員からは、これまでのしみず幼稚園の功績や役割、歴史等から判断すれば、存続に向け、

行政もできる最大限の努力を行うとともに、支援する内容についても行政で判断し、本件につ

いては採択とすべきとの意見や国の方向性を踏まえ、総合子ども園となった場合、市内で競合

することも考えられることから、市としても将来を見据えた対策を講じるべきであるが、金銭

的な問題ではなく、幼稚園の必要性を認識してほしいということであるので、陳情の趣旨は理

解できるとの意見が出され、採決の結果、本件につきましては採択と決しました。 

 以上で、当委員会の報告を終わります。 

○議長（武藤 清君） 以上で、平成２３年１２月土佐清水市議会定例会で付託した陳情の審
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査結果について、委員長の報告は終わりました。 

 日程第４、議会政治倫理条例制定特別委員会調査事項の中間報告を議題といたします。 

 議会政治倫理条例制定特別委員会委員長より、調査事項の中間報告を行いたいとの申し出が

ありますので、これを許可します。 

 議会政治倫理条例制定特別委員会委員長、森 一美君。 

          （議会政治倫理条例制定特別委員会委員長 森 一美君登壇） 

○議会政治倫理条例制定特別委員会委員長（森 一美君） 議会政治倫理条例制定特別委員会

の中間報告を行いたいと思います。 

 当特別委員会に付託されました案件につきましては、平成２３年９月定例会におきまして、

議会政治倫理条例制定特別委員会が設置され、特別委員会として、閉会中も活動をし得るよう

その調査事項について決定をいただいております。 

 ９月議会終了後、これまで６回の特別委員会を開催いたしました。 

 その内容について、順を追って申し上げます。 

 第１回は、平成２３年１０月７日に開催し、議会政治倫理条例の意義、必要性について協議

しております。 

 この中で、議会議員が政治倫理を保持し、公正で市民に開かれ、信頼される市政の実現を図

るものとして、議会政治倫理条例の制定を行うとともに、当該委員会の役割としては、議会政

治倫理条例の制定及び実践に関する調査を行うことを確認いたしております。 

 方針としましては、本市議会の実情等を勘案しながら、特別委員会で条例素案を作成し、逐

条検討を行いながら、条例制定を目指すこととなりました。 

 第２回目につきましては、平成２３年１１月２２日に開催し、議会政治倫理条例制定特別委

員会のスケジュールについて確認をいたしました。 

 この中で、議会政治倫理条例に関する議員の考え方や会派の意向、市民の意見等を踏まえ、

また他市の条例の比較検討、先進地視察実施、また議会政治倫理条例の実施に係る実施要綱の

策定等を行うことを協議し、平成２４年９月定例会で条例案の上程をするとの決定となりまし

た。 

 第３回目につきましては、平成２３年１２月１３日に開催、１２月議会定例会中に中間報告

を行うかどうか協議した結果、この段階では報告できるだけの調査が十分でないこと等から、

中間報告は行わないこととの結論に至っております。 

 第４回目につきましては、平成２３年１２月２７日に開催、議会政治倫理条例に盛り込むべ

き事項について、各委員の思いや会派等の意見について、それぞれ出し合いましたが、この中

で議員の都合のための条例ではなく、議会議員として市民から信頼される議会活動に取り組ん
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でいける条例とすべきとの意見や議員の道徳観に関する事項も記載すべき、兼業禁止に係る規

制についてももっと検討すべき等の意見が出されたところであります。これらの意見を参考に、

まず、委員長を中心としてたたき台を作成し、検討していくこととなったところであります。 

 第５回目につきましては、平成２４年１月２４日に開催、議会政治倫理条例たたき台の提示

を行ったところであります。このたたき台につきましては、各会派で一たん協議を願うことと

し、事前に皆様にも配付させていただいております。 

 なお、今回制定しようとする議会政治倫理条例の対象につきましては、議員のみとすること

をこのときに確認しております。 

 第６回目につきましては、平成２４年２月２９日に開催、議会政治倫理条例たたき台につき

まして、各会派からの意見をいただき、その集約を行ったところであります。 

 次回から、これまでの検討結果や各会派の意見等を踏まえ、具体的に逐条検討を行うことと

しております。 

 以上、これまで当特別委員会の活動状況について、ご報告申し上げましたが、今後、議会政

治倫理条例の制定に当たり、特別委員会として主体的かつ精力的に活動していく所存でありま

す。 

 しかしながら、ご承知のとおり、委員は５人という少ない委員会の構成であります。そのた

め、それぞれの委員が役割を分担するなどして条例案の作成に努めなければならないと考えて

おりますが、どうしても議員各位のお力をお借りしなければならない事柄もございますので、

ご協力のほどよろしくお願い申し上げ、議会政治倫理条例制定特別委員会調査事項の中間報告

といたします。よろしくお願いします。 

○議長（武藤 清君） 以上で、議会政治倫理条例制定特別委員会調査事項の中間報告は終わ

りました。 

 日程第５、請願の付託についてを議題といたします。 

 今期定例会において、本日までに受理した請願は、お手元に配付した請願付託表のとおり、

所管の常任委員会へ付託いたします。 

 なお、付託した請願につきましては、会期中に審議を願い、最終日までに結論を出すよう申

し添えておきます。 

 日程第６、陳情の付託についてを議題といたします。 

 今期定例会において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付した陳情付託表のとおり、

所管の常任委員会へ付託いたします。 

 なお、付託した陳情につきましては、会期中に審議を願い、最終日までに結論を出すよう申

し添えておきます。 
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 お諮りいたします。 

 明３月７日から３月１１日までの５日間は、議案熟読のため休会といたしたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武藤 清君） ご異議なしと認めます。 

 よって、３月７日から３月１１日までの５日間は休会といたすことに決しました。 

 明３月７日から３月１１日までは休会とし、３月１２日午前１０時に再開いたします。 

 なお、質疑並びに一般質問の通告の期限は、３月８日午前１１時までとなっておりますので、

念のため申し添えます。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

          午後 １時５９分  散  会 

 

 

 


